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Abstract 【目的】 本稿の目的は, 専門図書館における常駐委託の運営の実態を明らかにし,

その結果をもとに, 今後, 図書館運営に常駐委託を導入する場合,
サービスを維持・向上させるために必要な要件,
および委託職員の処遇改善のために必要な要件について考察することである。
【方法】
筆者が2005年に行った「実態調査」において「常駐委託」と回答した65館から,
様々な形態の常駐委託の図書館20館を選び,
承諾を得た9館を対象に聞き取り調査を行った。
【成果】 主な結果は次の通りである。 (1) 常駐委託の運営には, 委託者, 請負者,
委託職員, 親機関の四者が関わっている。 (2)
常駐委託の運営には各館に共通して見られる項目と,
共通して見られない項目がある。 前者の一部と後者は,
常駐委託の運営に必要な要件と考えられる。 (3) 運営には,
委託者が中心になって進めているケースと,
委託職員が中心になって進めているケースの二通りがある。
上記の分析から, それらの要件がなぜ必要か, また,
誰の責任で充足すべきかを検討し,
委託者と請負者の任務を次のように明らかにした。
第一に, サービスの維持・向上の観点からは, 委託者は,
図書館の機能についてビジョンを持ち,
業務委託による運営が円滑に行われるようにリードする責任がある。
委託業務の範囲は選書と企画立案以外にするのが適切で,
作業マニュアルの整備も必要である。 同様に, 請負者は, 図書館業務の理解に努め,
委託職員の教育訓練に積極的に取り組む必要がある。
第二に, 委託職員の処遇改善の観点からは, 委託者は, 請負者 (委託職員)
の専門的な技量を選定の対象とし, 適正価格で契約を結ぶことが重要である。
請負者は, 委託者に委託職員の専門的技量をアピールし,
委託職員への評価を処遇に反映させる必要がある。 この他,
社会全体の課題として, 請負者の確保するマージン率の規制や均等待遇理念に関し
て社会の理解を得ることも重要である。
Purpose: This study aims to clarify the management structure of special libraries
with full-time outsourcing. Based on these results, it also proposes what is
necessary in order to maintain and improve library services and improve the
treatment of contract workers.
Methods: Interviews were conducted based on the actual conditions in nine
libraries which have full-time contract workers.
Results: Our investigations revealed three trends: (1) The management of the
system is shared by the entruster, the contractor, the contract workers, and the
host organization. (2) Special libraries operate under two conditions: ones common
to almost all the libraries, and others that are unique to some. Some of the former
and all of the latter seem to be necessary for the general management of full-time



outsourcing. (3) There are two typical forms of management: entruster-centered
and contract worker-centered.
We reached the following conclusions. First, in order to maintain and improve the
library's services, the entruster should take a position of leadership in libraries with
full-time outsourcing. Reasonable limits should be set on the contents of the work
done by contract workers; planning and selection of materials should be excluded
from these contents. In addition, the contractor should make every possible effort
to understand the library's operation, and offer professional development
opportunities to the contract workers. Second, in order to improve the treatment of
the contract workers, entrusters must enter into contracts with the contractors
at a fair price, giving careful consideration to the contract workers' professional
abilities. Contractors should offer workers a better salary based on an increase in
the contracted rate. And moreover, the general public should restrict the
contractors permitted profit margins and gain further knowledge of the equal
treatment doctrine.
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Résumé

Purpose: This study aims to clarify the management structure of special libraries with

full-time outsourcing. Based on these results, it also proposes what is necessary in order to

maintain and improve library services and improve the treatment of contract workers.

Methods: Interviews were conducted based on the actual conditions in nine libraries which

have full-time contract workers.

Results: Our investigations revealed three trends: (1) The management of the system is

shared by the entruster, the contractor, the contract workers, and the host organization. (2)

Special libraries operate under two conditions: ones common to almost all the libraries, and

others that are unique to some. Some of the former and all of the latter seem to be necessary

for the general management of full-time outsourcing. (3) There are two typical forms of

management: entruster-centered and contract worker-centered.

We reached the following conclusions. First, in order to maintain and improve the library’s

services, the entruster should take a position of leadership in libraries with full-time outsourc-

ing. Reasonable limits should be set on the contents of the work done by contract workers;

planning and selection of materials should be excluded from these contents. In addition, the

contractor should make every possible e#ort to understand the library’s operation, and o#er

professional development opportunities to the contract workers. Second, in order to improve

the treatment of the contract workers, entrusters must enter into contracts with the contractors

at a fair price, giving careful consideration to the contract workers’ professional abilities.

Contractors should o#er workers a better salary based on an increase in the contracted rate.

And moreover, the general public should restrict the contractors� permitted profit margins and

gain further knowledge of the equal treatment doctrine.
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I. は じ め に

近年� 長期的にゆるやかな景気拡大が続く中�
柔軟な経営戦略� 規制緩和政策� 女性の労働市場
への進出などを背景に� 雇用�就業形態が多様化
してきている1)� 働く場では� パ�ト� アルバイ
ト� 労働者派遣� 業務委託など様�な非正規雇用
労働者 �以下� 非正規職員という� が増加し� 図
書館界でも館種を問わずに� これらの非正規職員
が増加してきた2)� こうした中� 専門図書館界で
は早くから外部への業務委託を容認�推進する傾
向が強かった3)�
専門図書館とは� ある特定主題の資料�情報を

収集�整理し� 主に親機関の構成員に役立つ情報
を提供するために設置された図書館である� 業務
委託とは� 自社の業務の一部� またはすべてを外
部 �他者� に処理させるために委託することで�
外注は含むが派遣労働者による業務処理� および
図書館が直接雇用するパ�ト� アルバイト� 嘱託
職員などの業務処理は含まない4)� 第 1図は� 専
門図書館における業務委託の構図を図式化したも
のである� 法律上� 業務を委託する図書館 �以下�
委託者という� と受託会社 �以下� 請負者という�
は業務委託契約を結び (1)� 請負者と図書館内で
業務委託で就業する職員 �以下�委託職員という�
は雇用契約を結んでいる (2)� 請負者と委託職員
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の間には指揮命令関係があるが� 委託者と委託職
員の間にはない (3)� また委託者は親機関の一部
門である (4)�
筆者は� 2005年 4月に �専門情報機関におけ
る業務委託の実態調査� �以下� �実態調査� とい
う�を行い�業務委託と常駐委託について調査し�
特に常駐委託の現状と問題点について考察し
た5)� 前稿では常駐委託を �図書館内に委託職員
を常駐させて業務の一部を遂行させる形態� と定
義し� 業務の委託一般を指す業務委託とは区別し
た� 調査の対象は� �専門情報機関総覧� �以下�
�総覧� という� 2003年版 �総数 1,724図書館を
収録� から� 公共図書館� 大学図書館� 美術館等
を除いた 945館のうち� �パ	ト
アルバイト

人材派遣等�の非正規職員を示す �P�の人数記載
のある図書館 468館とした� �総覧� では業務委
託を導入している図書館が特定できないため� 委
託職員は �P�に含まれると判断し�その人数の記
載のある図書館を対象とした� これらには官公
庁� 地方議会� 各種団体� 調査研究機関� 民間企
業などの図書館� 資料室� 情報管理部門が含まれ
る� 有効回収数は 402館 �有効回収率 85.9�� で
ある�
その結果�次のことが明らかとなった� 1) 業務
委託は� 回答のあった 402館のうち� �常駐委託�
65館 (16.2�)と �必要時委託� 151館 (37.5�)の
合計 216館 (53.7�)に導入されており� 導入率
は大規模な図書館の方が高いこと� 2) 常駐委託
の図書館は増加傾向にあり� 委託の内容は非専門
的業務から図書館固有の業務や専門的業務へ移行
していること� 3) 常駐委託は人手不足の解消よ

りも� 経費削減や専門能力の活用の点で評価され
るようになってきたこと� 4) 問題点としては�委
託者は委託業務の範囲を検討し� 請負者の選定に
際して委託職員の専門的知識や技術を考慮する必
要があることである� しかし� �実態調査� によっ
て明らかになったのは� 現状の一部である� この
�実態調査�だけでは�情報管理や図書館サ	ビス
に関する親機関の方針� 常駐委託を導入した経
緯� 正規職員と委託職員との業務分担などは明ら
かではなく� また� 現状の問題点を見出すには不
十分である� 現状ではこれらの点は十分に解明さ
れていない�
本稿の目的は� 常駐委託による専門図書館の運
営の詳しい実態を明らかにし� その結果をもと
に�今後�図書館運営に常駐委託を導入する場合�
サ	ビスを維持
向上させるために必要な要件�
および委託職員の処遇改善のために必要な要件に
ついて考察することである� 委託者に求められる
こと� 請負者に要求されること� そして� 委託職
員が仕事を継続する上で必要なことを検討する�
専門図書館の常駐委託に関する研究は� 1990

年代後半に始まった� 当時の研究には� 植村達男
�1997年�6)� 柴田亮介 �1998年�7)� 市川恵利子
�2002年�8)らの報告がある�しかし�これらはい
ずれも委託者の立場からの事例報告で� 常駐委託
を複数の立場から多面的
総合的に論じたもので
はない� また� 青柳英治 �2005年�9) は学術論文
で常駐委託の事例を取り上げているが� 対象は企
業内専門図書館に限られている� 専門図書館の親
機関は前述のように多様であり� 常駐委託に関わ
る立場によって現状認識も様�であると考えられ
るが� 専門図書館全体にわたって常駐委託の現状
を包括的に検討した研究は見られない� 統計調査
では�専門図書館協議会 �以下�専図協という�の
実施した 2002年の調査10)がいくつかの項目につ
いて調査するにとどまっている�
研究方法としては� 第一に� 聞き取り調査を用
いる� 常駐委託には� 委託者� 請負者� 委託職員�
親機関の四者が関わっており� 四者が実際にどの
ように関連しあっているのかを検討して初めて�
現状の問題点や今後の常駐委託のあり方� および

第 1図 常駐委託の構図
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図書館運営の方向を見出すことができると考え
る� それには� 個�の図書館の実情に分け入って
運営に関する具体的な情報を収集し� 関係者の意
識を明らかにする必要がある� また� これまで委
託職員を対象とした実態調査や意識調査は他館種
でも実施されていない� 委託職員の業務の実際と
意識を調査することによって� 委託職員の側から
見た常駐委託の問題点を把握することが重要であ
ると考えた�
調査の対象としては� �実態調査� において �常
駐委託を導入している� と回答した 65館から�
後述する様�な条件を考慮して 20館を選定し
た� 調査は� 委託者の正規職員と実際に業務を遂
行する委託職員の双方に対して行った� したがっ
て� 本稿は� 常駐委託の中でも一般的な� 委託者
の正規職員と委託職員の双方が図書館業務に関わ
る形態の委託を中心に論じるものである�
調査に当たって� 本稿では� 文献調査と �実態
調査� の結果から� 以下の 8つの観点を設定し
た� 第 2図は� これらの概念を図示したものであ
る�
�情報管理�図書館サ�ビスに関する親機関の
方針

図書館は親機関の一部門であり� 図書館運営
は情報管理に対する親機関 �所属部門を含
む	 の考え方に左右される� 情報管理や図書
館サ�ビスに関する親機関の考え方を把握す
る�
�常駐委託導入の経緯
これまで� 常駐委託を導入した経緯や請負者
選定の経緯は十分に明らかにされていない�
導入の経緯を明らかにする�
�正規職員と委託職員との業務分担
常駐委託では� 委託者側と請負者側の業務は
明確に分かれている必要がある� 両者の業務
がどのように分担されているのかを� 委託者
の正規職員と委託職員の立場から把握する�
�委託職員による実際の業務の進め方
委託職員が業務を進めるには� 委託者の正規
職員や請負者とのコミュニケ�ションや� 仕
事をする環境の整備などが重要と考えられ
る� 委託職員が� 実際にどのように業務を進
めているのかを明らかにする�
�委託職員の労働条件に対する意識
常駐委託による運営には� 委託職員が仕事を
継続できるだけの労働条件の整備が重要であ
る� 労働条件に対する委託職員の意識を明ら
かにする�
�委託職員に対する請負者の教育支援
常駐委託によってサ�ビスを維持していくた
めには� 委託職員に知識�技術を修得する機
会が開かれていることが重要である� 委託職
員に対する教育訓練の支援体制を明らかにす
る�
�常駐委託に対する評価
常駐委託を導入するという親機関や図書館の
上層部の決定を� 委託者の正規職員はどう受
け止め� また� 委託職員自身はどう評価して
いるのかを把握する�
�今後の図書館運営に関する意見
今後の専門図書館運営はどうあるべきか� ど
のような形態がふさわしいのかに関して� 委
託者の正規職員と委託職員の意識を把握す
る�

第 2図 常駐委託の概念図
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研究方法の第二として� 他館種�他職種の常駐
委託� および雇用関係に関する文献調査を行う�
前者では� �専門図書館� �情報の科学と技術� を
始め� 図書館関係団体の発行する文献を収集し検
討する� 後者では� 労働法に関する文献を中心に
検討し� 加えて賃金に関する統計や関連する事案
の判例も参照する�
本稿は 6章からなる� Iで研究の背景�目的�先
行研究� 方法などを述べた� IIで調査の概要と調
査結果について述べる� IIIでそれらをもとに常
駐委託の内容を分析し� IVと Vで常駐委託に
とって必要な要件を考察する� 最後に VIで本稿
のまとめを行う�

II. 常駐委託に関する聞き取り調査

A. 調査の概要

1. 調査の目的
専門図書館における常駐委託の詳しい実態を明
らかにし� 今後� 常駐委託による円滑な図書館運
営を考える際の基礎資料とする�

2. 調査対象
�実態調査� において �常駐委託� と回答した

65館から� �常駐委託� を導入している図書館の
全体傾向に沿うように� 親機関の種類� 委託の形
態� 図書館の規模� 請負者の種類� 委託職員数な
どを考慮して 18館を選定した� 18館としたの
は�聞き取り調査の性格上�調査可能な範囲を 20

館前後と考えたことによる� また� 実際に聞き取
り調査を行った図書館から� 常駐委託の図書館の
紹介を受け� その 2館も対象に含めた� 2館は
�総覧�に収録されていない図書館である�調査対
象館は合計 20館となった�

3. 訪問数
20館のうち最終的に 11館から謝絶されたた
め� 9館を訪問し調査を実施した �訪問実施率
45.0	
� 謝絶の理由は� �十分な答えができない
と思われる� こと �3館
� 常駐委託の �中止� �1
館
� �見直し中� �1館
� �委託職員が長期不在�
�1館
� �内部事情と関連会社との関係� �1館
�

および無回答 �4館
 である�

4. 調査方法
筆者が図書館を訪問し� 面接調査を実施した�
面接対象は原則として委託者の正規職員 1名と
委託職員 1名で� 面接は個別にそれぞれ 1時間�
1時間半� 半構造化面接法11)によって行った� な
お� 図書館側の事情によって� 正規職員のみの面
接調査となった館が 1館� 委託職員のみの面接調
査となった館が 5館ある� 後者のうち 2館は� 2

名の委託職員に面接調査を実施した�

5. 調査時期
2005年 6月 14日�同 9月 15日�

6. 調査内容
前述した 8つの観点に基づき� 次のように設定
した�
a. 委託者の正規職員に対する調査内容
�情報管理�図書館サ�ビスに関する親機関の
方針
�常駐委託導入の経緯
�委託職員との業務分担
�常駐委託に対する評価
�今後の図書館運営に関する意見

b. 委託職員に対する調査内容
�正規職員との業務分担
�実際の業務の進め方
�労働条件に対する意識
�請負者の教育支援
�常駐委託に対する評価
�今後の図書館運営に関する意見
��業務分担� ��常駐委託に対する評価� ��今
後の図書館運営に関する意見� については� 同じ
質問を委託者の正規職員と委託職員に対して行っ
た� 調査実施要領は末尾に掲載した�
なお� 本稿は専門図書館の運営のあり方を検討
するものであるため� 図書館サ�ビスに関する項
目は調査の対象に含めていない�
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B. 調査結果

1. 調査対象館の概要
第 1表は� 聞き取り調査の対象館の概要を示し
たものである� 調査結果には� 関係する親機関�
委託者� 請負者� 委託職員などへの疑問や批判を
含むものもあるため� 本稿では機関名を匿名とす
る� 対象館のアルファベットは調査日順に付し
た� I館は調査時に常駐委託ではなく労働者派遣

であることが判明したが� 参考として掲載する�
調査対象館の地域は� 首都圏と中部地方の都市
部である�第 2表は� �実態調査�中の常駐委託の
図書館 65館における本調査の対象館の分布を親
機関の種類別に示したものである�以下�同様に�
第 3表は逐次刊行物の誌数別に� 第 4表は請負者
の種類別に� 第 5表は委託職員数別に示したもの
である� 専門図書館の収集資料は逐次刊行物 �雑

第 1表 調査対象館の概要

図書館 A B C D E F G H 参考 I

親機関種 民間企業
政府関係
機関

団体
政府関係
機関

政府関係
機関

民間
企業

地方
自治体

民間
企業

民間
企業

委託の形態 一部委託
ほぼ全面
委託

ほぼ全面
委託

ほぼ全面
委託

ほぼ全面
委託

個人
請負

管理運営
委託

管理運営
委託

労働者
派遣

図書館業務に関わる
委託者の正規職員数
� �内はうち兼任数

1 0 1 0
1

(1)
2�1 0 0

1
(1)

委託職員数
� �内はうちパ�ト数

1
(1)

3
(2)

4 10 3 1
3

(1)
3

(1)
2�2

委託開始年
1980
年代

1990
年代

1990
年代

1970
年代

2000
年代

1990
年代

1990
年代

1990
年代

1980�3

年代

逐次刊行物誌数�4 450 400 1,350 1,000 400 150 700 50 200

請負者の種類
グル�プ
企業の
関連会社

財団
法人

グル�プ
企業の
関連会社

財団法人
出版�
販売会社

個人 財団法人
グル�プ
企業の
関連会社

グル�プ
企業の
関連会社

調査
対象者の
司書資格

委託者の
正規職員

あり なし なし なし なし なし 	 	 なし

委託職員 なし
あり/
あり�5 あり あり あり あり あり

あり/
なし�5 あり

調査日 �2005年� 6/14
6/16,

7/11,12
6/22 6/23 7/1 7/12 7/21 9/15 6/24

その他

資料室の
開設は
1960年
代

請負者は
親機関が
100
 出
資

図書館の
開設は
1980年
代

請負者は
親機関が
100
 出
資

社会教育
施設に附
設� 図書
館開館の
前年から
委託

請負者は
自治体の
設立した
財団法人

請負者は
親機関が
100
 出
資した子
会社

図書館の
開設は
1950年
代

注�1� 親機関の雇用するアルバイト職員
�2� 派遣職員
�3� 労働者派遣の導入年
�4� 専門図書館協議会編� 専門情報機関総覧 2003� 専門図書館協議会� 2003, 800p.から� 10の位までの概数
にして記載�

�5� 聞き取りは 2名の委託職員に対して別
に行った�
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誌� が中心であるため� 本稿では図書館の規模を
測る尺度として逐次刊行物の誌数を用いた�
その結果� 親機関の種類別と図書館の規模別で
は �実態調査� の �常駐委託� の分布傾向と似て
おり� 選定に偏りは見られない� しかし� 請負者
別では� 財団法人を広義の �グル�プ企業の関連

会社� と解釈すると� �グル�プ企業の関連会社�
に偏る結果となった� また� 委託職員数別では�
全体傾向よりも職員数の多い図書館が対象となっ
た�このため本調査は� �実態調査�の �常駐委託�
の全体傾向に比べて� グル�プ組織に属する図書
館や委託職員数の多い図書館の比重が高くなって
いる�

2. 調査対象館の回答
A. 6の調査内容の項目順に回答結果を示す� 回
答結果は調査対象者の回答をまとめたもので� 掲

第 2表 親機関の種類別調査対象館の分布

a) 質問紙調査の回答
図書館�1

b) a)のうち常駐委託
の図書館

c ) b)のうち聞き取り
調査の対象館

全 体 402 (100.0�) 65 (100.0) 9 (100.0)

国�政府関係機関 100 (24.9) 15 (23.1) B, D, E (33.3)

地方議会�地方自治体 107 (26.6) 14 (21.5) G (11.1)

学会�協会�団体 96 (23.9) 11 (16.9) C (11.1)

民間企業体等�その他 99 (24.6) 25 (38.5) A, F, H, I (44.5)

注�1	 �専門図書館における業務委託の実態調査� 
2005年� から

長谷川昭子� 専門図書館における業務委託の現状� Library and Information Science, no. 57, 2007,
p. 1�31.に所収��

第 3表 逐次刊行物の誌数�1別調査対象館の分布

常駐委託の
図書館�2 調査対象館

全 体 65 (100.0�) 9 (100.0)

�50誌 6 (9.2)

51�100 5 (7.7) H (11.1)

101�300 12 (18.5) F, I (22.2)

301�500 10 (15.4) A, B, E (33.4)

501�1,000 15 (23.0) C, D, G (33.3)

1001�2,000 2 (3.1)

2,001�3,000 2 (3.1)

3,001� 4 (6.2)

不明�その他�2 9 (13.8)

注�1	 専門図書館協議会編� 専門情報機関総覧� 専
門図書館協議会� 2003, 800p.から� ただし�
逐次刊行物の誌数が未記載の図書館と複写
サ�ビスの専門機関は �その他� に計上し�
平均の算出時には除いた� 後者を除いた理由
は� 複写サ�ビスの専門機関は設置目的から
して所蔵している逐次刊行物の誌数が格段に
多いため� 含めて計算すると平均値が大きく
なり� 実態とかけ離れるためである�

�2	 第 2表の注�1に同じ�

第 4表 請負者の種類別調査対象館の分布

常駐委託の
図書館�1 調査対象館

全体�2 65 (100.0�) 9 (100.0)

グル�プ企業の
関連会社

28 (43.1) A, C, H, I (44.5)

人材派遣会社 20 (30.8)

図書館情報サ�
ビスサポ�ト会
社

5 (7.7)

出版�販売会社 4 (6.2) E (11.1)

コンサルタント
会社

1 (1.5)

その他�3 10 (15.4) B, D, F, G (44.4)

注�1	 第 2表の注�1に同じ�
�2	 複数回答のため� 請負者の種類の計は合計し
ても 100.0�にはならない�

�3	 財団法人�
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載に関してはすべて回答者の了承を得た�
委託職員にしか聞き取り調査のできなかった

B, D, F, G, H館では� 本来は委託者の正規職員に
回答してもらう項目についても� 委託職員の知る
範囲で回答を得た� 同様に委託者にしか調査ので
きなかった C館では�本来は委託職員の回答する
項目についても� 委託者の正規職員から回答を得
た� これら本来の回答者でない者からの回答に
は� 館名に下線を引いた�
a. 委託者の正規職員からの回答
�情報管理�図書館サ�ビスに関する親機関の
方針

A館� 資料室は情報システム部門の傘下にあ
る� 数年前に正規職員を関連会社に転籍
させ� 全面的に業務委託する案が出た�
最終的に中止になったが� 所属部門に資
料室を充実させようという姿勢は見られ
ない� 本社の事務サ�ビスと同じように
考えている�

B館B館� 1980年代末� 派遣社員が中心となって
図書館の開館準備を行った� 当時� 親機
関は事務系職員として専門職を採用して
おらず� 図書館でも外部人材を活用する

方針だった�
C館� 図書館は親機関の情報戦略の一つで� 図

書館のあり方は親機関の策定した基本計
画に基づいて検討されている� 図書館は
情報管理部に属し� 図書館サ�ビスは情
報サ�ビスの一つである� 親機関は事務
部門に専門職を配置しておらず� 図書館
でも同様である�

D館D館� 親機関は全国十数か所に支所を持つが�
支所全部に図書館があるわけでなく� 図
書館サ�ビスに関する方針は明確ではな
い� 図書館の運営方法は支所長の判断に
よる�

E館� 数年前に数機関が統合して現機構になっ
た� 図書館� 図書室は 6箇所あるが� 個
別の部署に属する� 図書館システムの順
次統合を考えている�

F館F館� 海外の同種の社会教育施設はみな図書館
を附設しているため� 親機関は図書館を
設置する必要性も専門的職員の必要性も
認識していた� 組織上は広報部の一部門
である�

G館G館� 親機関は� 企業を積極的に支援する業務
の一つに図書館を位置づけている� しか
し� 図書館の専門性を認識しておらず�
担当者は誰でもよいという考えである�

H館H館� 親機関は社会貢献活動の一環として教育
施設を設け� その中に情報センタ�を開
設した� 資料収集が目的ではなく� 利用
者が展示内容の疑問をすぐに調べられる
ようにするためである� 親機関の広報部
門に属している�

�常駐委託導入の経緯
A館� 1980年代� 資料室に欠員が生じたため�

業務委託を導入することにした� 人件費
削減が大きな目標であったので� パ�ト
の委託職員による常駐委託にした�

B館B館� 図書館開館の数年後に派遣元の財団法人
に常駐委託した� 派遣社員のうち 1名は
最初から財団 �請負者� の嘱託であり�
常駐委託の責任者となった� 財団はこの

第 5表 委託職員数 �兼任を含む� 別調査対象館
の分布

常駐委託の図書館�1 調査対象館

全体 65館 (100.0�) 9 (100.0)

1人 24(37.1) A, F (22.2)

2 14 (21.5) I (11.1)

3 9 (13.8) B, E, G, H (44.5)

4 8 (12.3) C (11.1)

5 2 (3.1)

6 4 (6.2)

7	 1 (1.5)

9	 1 (1.5) D (11.1)

11	 1 (1.5)

21	 1 (1.5)

注�1� 第 2表の注�1に同じ
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他� 第 3図のように派遣会社と契約を結
び� 2名の派遣社員を委託職員 �以下� B

館 �派遣� という� として任用している�
C館� 1990年代末までは労働者派遣であった

が� 派遣元からの要望によって常駐委託
に変更した� 派遣元はそのまま請負者に
移行した�

D館D館� 1970年代の財団法人設立に伴い常駐委
託を開始した� 当初� 委託職員は全員が
財団 �請負者� の嘱託であったが� 数年
前から財団は派遣会社と契約して派遣社
員を委託職員として任用している�

E館� 2000年頃� 親機関全体として予算削減
の指示があり� 主に作業内容の決まって
いる業務を委託することになった� 請負
者の資格としては� 社の実績� 委託職員
の資格�経験を問い� 合わせて価格によ
る評価を行う�

F館F館� 親機関に図書館運営を知っている人がい
ないため� 外部人材を採用することに
なった� 打診された人 �回答者� が� 個
人請負の形態を選択した�

G館G館� 1990年代初め� 親機関が情報交流事業
を行うことになり� 財団法人に管理運営
を委託した� 事業の中に図書館の運営が
含まれていたため� 合わせて委託した�

H館H館� 施設開設当初から企画�運営と広報の一
部は子会社 �労働者派遣事業も実施� に
委託した� 委託職員は子会社の契約社員

と子会社からの派遣社員 �パ�ト� �以
下� H館 �派遣� という� である�

�委託職員との業務分担
A館� 委託職員は� すべて正規職員の指示の

下� 主に単純業務に従事し秘書的な働き
をしている� 両者は 1名ずつであるため
特に会合は設けず� その都度連絡�調整
している�

C館� 正規職員は企画立案� 各種決定� 作業進
行の管理�選書�リスト化は委託職員�を
行い� 委託職員はそれ以外の日常業務を
行っている� 委託者と委託職員との公式
会議は月 1回で� 非公式には正規職員が
毎日図書館を訪問している�

E館� 選書 �リスト化は委託職員� と企画立案
は正規職員が担当し� それ以外の業務を
委託している� 毎月 1回� 委託者と請負
者 �委託職員含� で月例報告会を実施し
ている�

�常駐委託に対する評価
A館� 図書館の使命とは� 文化やノウハウを蓄

積し次代に継承していくことである� 業
務委託になると� その橋渡しができなく
なることは危険であり� デメリットであ
る�

C館� メリットは� 正規職員が管理業務に徹す
ることができ� 人件費が格段に安いこと
である� デメリットは� 委託職員の人事
に親機関の意向が反映しにくく� 委託

第 3図 B館の常駐委託
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者� 請負者� 委託職員の考えの調整に多
大な労力を要することである�

E館� 委託職員は� デ�タベ�スの検索能力も
高く� 資料の入手も迅速で� 委託した方
が業務効率がよい� 業務上の改善提案も
してくれて非常に助かっている�

�今後の図書館運営に関する意見
A館� 企業内図書館で全面委託すると� 会社全

体として情報サ�ビスに取り組む姿勢が
なくなり� また� 保存し継承する意識も
なくなる� 社史を作るときに困るかもし
れない� 仮に別会社を設立したとして
も� 一人では後輩を育てられない�

C館� 常駐委託という形態に問題を感じてい
る� 人員配置に関して� 委託職員の希望
と請負者の意図が一致しない場合� 図書
館の機能や委託職員のモチベ�ションが
低下し� 委託者の期待するサ�ビスレベ
ルを保てない不安がある� 現在� 正規職
員が行っている業務は� この先も正規職
員が行うべきである�

E館� 機関統合により� 母体機関の性格を引き
継いでおり� 図書館すべてを同一基準で
運営することは困難である� 本図書室に
おいては� 正規職員が窓口業務の能力を
有していないことから業務委託を継続す
るしかない�

I館� 今後の運営は� 労働者派遣や業務委託な
ど外部人材が活用できる体制に変えてい
くことも有効と考えられる� 運営のポイ
ントは� 経営トップに対して的確に発言
できる人材を確保することである�

b. 委託職員からの回答
�正規職員との業務分担
A館� 委託職員は� 資料受入� 文書回覧� 返却

処理� 簡単な検索� 複写受付など単純業
務�非専門的業務に従事している�

B館� 委託職員は企画立案以外のすべてを担当
している�

D館� 委託職員は企画立案以外のすべてを担当
している�

E館� 委託職員は企画立案以外を担当している
�ただし� 選書はリスト化まで��

F館� 個人請負者の管理下で� 親機関の雇用し
たアルバイト職員が登録� カウンタ�業
務� レファレンスを担当している� 個人
請負者はそれらを含めてすべてを担当し
ている�

G館� 委託職員は選書以外のすべてを請負って
いる�

H館� 委託職員はすべての業務を請負ってい
る�

�実際の業務の進め方
A館� 正規職員と同じ事務室内で正規職員の指

示の下� 業務を行っている� 作業マニュ
アルは当初からあった� 請負者とは� 年
に 1回面談がある�

B館� 請負者は親機関内に常駐し� 他部署の委
託職員も交えて毎週会合がある� かつて
は委託者との会合にも出席していたが�
現在は請負者のみ出席している� 嘱託と
派遣の委託職員で業務を分担している�
委託者と委託職員の事務室は別で� 作業
マニュアルは委託職員が作成した�

B館 �派遣�� 委託職員の責任者 �財団嘱託� の
指示に従う� 責任者と 2名の派遣の委託
職員とで業務を分担している� 作業マ
ニュアルは作成した�

C館C館� 業務に関する提案は委託者の正規職員に
提出する� 労働条件に関する要望は請負
者に提出する� 事務室は委託者と別であ
る�

D館� 月例会の出席者は委託者と請負者のみ
で� 委託職員の意見を委託者に伝える場
はない� 委託職員の業務分担は請負者が
作成するが� 最近� 嘱託と派遣の委託職
員が同じ業務を行うようになり� 職場内
で問題化している� 図書館には請負者と
委託職員が常駐し� 作業マニュアルは委
託職員が作成した�

E館� 委託職員の責任者の指示の下� 業務を
行っている� 月 1回の月例報告会には�
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委託者� 請負者� 委託職員が出席する�
委託者と委託職員の事務室は別で� 仕様
書ならびに作業手順書があり� 作業マ
ニュアルは当初から整備されていた�

F館� 正規職員と同様に年間の短期計画と長期
計画を提出し� 週 1回の親機関の定例会
議と年頭会議にも出席している� 運営方
針はすべて個人請負者が決定し� 作業マ
ニュアルも作成した� 図書館には委託者
の雇用したアルバイト職員と個人請負者
がいる�

G館� 財団 �請負者� 雇用の専任職員 1名が実
務を担当し� 臨時職員は繁忙期に勤務す
る� 委託者との折衝は館長 �親機関から
財団へ出向� が行う� 図書館には委託職
員のみが勤務し� 作業マニュアルは当初
から整備されていた�

H館� 情報センタ�には委託職員のみが勤務
し� このなかで業務分担している� 来館
者に関係のある新企画は� 委託者の許可
を得て実施する� 資料管理用の作業マ
ニュアルは開設前からあったが� 来館者
対応用は開設後に委託職員が作成した�

H館�派遣��委託職員の責任者の指示の下で仕
事をしている� 現在の業務は� デ�タ入
力� 装備� 棚卸� 刊行物の印刷である�

�労働条件に対する意識
A館� パ�トなので賃金は高くはないが� 満足

している� 1年更新なので雇用継続に不
安がある�

B館� 1年契約で給与は請負者の給与体系に基
づく� 労働の対価としては満足してい
る�

B館�派遣��週 3日勤務で 5年以上時給は上が
らず� 同じ雇用身分の人は頻繁に変わっ
た� 週 3日の勤務では生活していけない
のではないか�

D館� 1年契約で給与は請負者の給与体系に基
づく� 労働の対価としては満足してい
る�

E館� 1年契約で給与は請負者の給与体系に基

づく� 労働の対価としてはおおむね満足
している�

F館� 1年契約であるが� 報酬は同年代の正規
職員には及ばない�

G館� 財団雇用の正規職員で� 給与は財団の給
与規定に基づき司書手当が加算されてい
る� かつて財団側と給与についての交渉
をしたことがあるが� 思うような結果が
出なかった� 仕事の対価としては満足し
ていない�

H館� 1年契約で給与体系は請負者の正社員と
同じである� ごく最近� 一定のレベルに
達すると正社員に登用されるシステムに
なった� 労働条件には満足している�

H館 �派遣�� パ�トなので賃金は高くはない
が� 満足している�

�請負者の教育支援
A館� 委託者の正規職員から� 研修会への参加

の希望があれば申し出るよう言われてい
るが� これまで希望を出したことはな
い�

B館� 外部の研修には委託者の費用負担によっ
て参加していたが� 数年前に委託者の負
担が中止になった� その後しばらくは請
負者が負担していたが� それも中止とな
り� 参加の機会がなくなった� 請負者に
よるコンピュ�タ研修がある�

B館 �派遣��近くで開催される専門図書館部会
に 1, 2回参加したことがあるが� それは
委託者が費用負担をして参加したという
よりも� 仕事上有意義でかつ興味があっ
たので参加したということである� 請負
者は派遣の委託職員に対して教育支援を
考えていない�

D館� 外部の研修には委託者の費用負担によっ
て参加していたが� 数年前に委託者の負
担が中止になった� その後請負者は負担
せず� 参加の機会がなくなった�

E館� 請負者は外部の研修への参加を奨励して
いるが� 有料の研修に参加したことはな
い�
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F館� 委託者の費用負担によって外部の研修に
参加している�

G館� 数年前までは請負者の費用負担で外部の
研修に参加していたが� 最近� 実務者 1

名になり� 参加できなくなった� 英語の
専門用語は独習した�

H館� 請負者による社内研修のほか� 1人につ
き年に 1回の外部研修の機会がある�

H館�派遣��施設内で実施する講習会には会社
から出席するように言われる� 外部への
研修の機会はない�

�常駐委託に対する評価
B館� 長所は自分で考えたことが実施できるこ

とで� 短所は委託者と直接コンタクトを
取った方が物事がスム�ズに運ぶことが
あっても� それができないことである�
請負者は委託者に対して萎縮している�
かつては委託者との会合で委託者に対し
て意見を述べると委託職員の評価が下
がった� 現場の仕事に愛着も責任も持っ
ていない請負者が業務内容を決定するの
は問題だ�

D館� 責任を持って仕事ができ� 大変やりがい
がある� 反面� 請負者は委託者に従うだ
けで� 現場は混乱が起きた� 請負者に要
望を出すと評価が下がる場合もある� 請
負者が図書館業務を理解していないこと
が� 業務を円滑に進められない最大の原
因と思う�

E館� 正規職員と明確に業務分担され� 請負者
からも委託者からも監視されず� 日常業
務を自由に行えるのは利点だ� 請負者の
担当者は図書館業務の実務経験はない
が� 万全の信頼を寄せてくれるので仕事
が進めやすい� 利用者と交流も持て� 満
足している�

F館� 個人請負の長所は� 予算の使途を含め自
己裁量で仕事ができ� 時間に拘束されな
いことだ� 仕事面での短所はないが� 保
険� 年金の保障や労災に対する補償に不
安を感じる�

G館� 全面的に請負い� 図書館業務の内容を把
握しているため� 利用者に情報を伝えら
れるのが利点だ� 反面� 予算が委託者に
よって決められ削減されること� 機器�
備品に対する発言権がないこと� 専任職
員が 1名のため休みも取りにくいこと
が問題である�

H館� 来館者サ�ビスを重視しているので� 今
の形式が理想的であると思う� 請負者は
図書館や委託職員の業務を理解してお
り� 公式�非公式に頻繁に面談がある�
委託者とは協同でイベントを開催するこ
とも多く� コミュニケ�ションが取れて
いる�

�今後の図書館運営に関する意見
B館� 全面委託は自分で考えたことが実施でき

るのでよいが� 本来は直営でするべきこ
とだ� 今後は� 親機関の中で働いている
ような形態の委託が望まれる� 委託者と
の会合には委託職員を加えるべきだ� レ
ファレンス�サ�ビスを充実させ� 図書
館の専門性を伝えたい�

B館�派遣�� 業務委託や指定管理者制度は時代
の流れで止めることはできない�

D館� コスト本位で考えれば常駐委託は進むだ
ろう� 入札制は経費面では利点がある
が� 図書館サ�ビスの充実は後回しにな
り問題がある� 親機関と委託職員を結ぶ
太いパイプが必要で� 親機関に図書館の
ことが分かりマネジメントができる人が
いるとよい�

E館� 常駐委託は� 今後社会的な要請から増え
るだろう� 円滑に運営していくには� 現
場の意見が委託者と請負者の上司に届く
ことが大切であると思う�

F館� 中途半端な業務委託より� 個人請負のほ
うがはるかによいケ�スもある� 正規職
員でなくとも高いサ�ビスを提供できる
人はいる� 一般に� 図書館業務や図書館
職員の専門性に対する社会の理解が薄い
と思う�
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G館� 委託者は昼休み� 夜間� 休日開館を要望
しているが� 委託料金が上がらない限り
請負者は人員増ができない� 今後� 親機
関の予算が先細りになれば� 以前の非公
開の形態に戻されるかもしれない�

H館� 常駐委託はワ�ク�シェアリングの一つ

と思う� 請負者が委託者や親機関の意向
を理解した上でニ�ズに応える工夫を
し� 委託者もそれを支援するという形で
ある�

第 6表 常駐委託の現状

図書館 A B C D E F G H 参考 I

委託の形態
一部
委託

ほぼ
全面委託

ほぼ
全面委託

ほぼ
全面委託

ほぼ
全面委託

個人
請負

管理運営
委託

管理運営
委託

労働者
派遣

委

託

者

情報管理に関する親機関
の方針

� � � � � � � � �

入札制による請負者の選
定

� � � � � � � � �

委託職員との業務分担 � � � � � � � � �

選書の委託 � � � � � � � � �

企画立案の委託 � � � � � � � � �

委託職員のための独立し
た事務スペ�ス � � � � � � � � �

作業マニュアルの整備 � � � � � � � �

委託職員との定期的会合
	月 1回以上
 � � � � � � � � �

常駐委託への評価 � � � �

委

託

職

員�

正規職員との業務分担 � � � � � � � � �

自由裁量 � � � � � � � �

請負者との定期的会合
	月 1回以上
 � � � � � � �

賃金への満足度 � �
� � � � � �

� �

外部研修の機会 � �
� � � � � �

� �

常駐委託への評価
�
� � � � � � �

現在の図書館での勤続年
数

17
16/
8

14 4 6 15
7/
7

3

注 ���太字� 委託者�委託職員本人が回答 	�� ある� �� 一部ある� �� ない

���細字� 委託者に代わって委託職員が� または委託職員に代わって委託者が回答 	�� ある� �:一部あ
る� �� ない

/ 	斜線
� 聞き取り調査時に回答を得られなかった項目

�� B, H館では聞き取りは 2名の委託職員に対して行った
 調査項目によっては回答を併記した

I館の回答は� 労働者派遣についての回答である
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C. まとめ

第 6表は� 以上の聞き取り調査の結果を事項別
にまとめたものである� 委託者� および委託職員
本人が回答した場合は� 回答は���で示した�
�は �ある�� �は �一部ある�� �は �ない� 場
合を示す� 本来は委託者の正規職員から得る回答
を委託職員から得た場合は� 回答は��	で表示
した� �は �ある�� �は �一部ある�� 	は �な
い� 場合を示す� 同様に� 本来は委託職員から得
る回答を委託者の正規職員から得た場合も� 回答
は��	で表示した� 調査時に回答の得られな
かった項目は� 斜線で表示した�
その結果� 各館には共通する実態や考え方があ
ること� また� 図書館によって異なる考え方や実
情があることが明らかとなった� これらについて
次章で検討する�

III. 常駐委託の現状

本章では� 前章で明らかになった I館を除く 8

館の現状を� 先に挙げた 8つの観点にそって分析
する� 本来の回答者でない者からの回答に関して
は� 分析に当たって考慮した�

A. 情報管理�図書館サ�ビスに関する親機関の
方針

聞き取り調査では� 委託者や委託職員からの回
答を通して親機関の考え方を把握したが� 情報管
理
図書館サ�ビスに関する方針には� 積極的な
親機関と消極的な親機関があった� 積極的なの
は� C, E, F, G, H館の親機関である� C館の委託
者は� 図書館は親機関の情報戦略の一つで� 情報
戦略の方針に基づいて図書館サ�ビスのあり方が
検討されていると説明する� E館の親機関は 6箇
所の図書館のシステムを順次統合していくことを
考えている� F館の親機関は図書館を公開する必
要性を認識して設置し� G館は企業を積極的に支
援する親機関の事業の一つに明確に位置づけられ
ている� H館の施設は親機関の社会貢献活動の一
環として開設され� 施設全体が親機関の情報戦略
を体現している� このうち F, G, H館は委託者の
正規職員からの回答でなく� 委託職員からの回答

であるが� F館は �個人請負�� G, H館は �管理運
営委託� の図書館であるため� 他の形態の常駐委
託よりも親機関の意向を直に受けやすいと考えら
れる� それだけに親機関の方針について精通して
おり� 信頼できる内容であると判断した� 一方�
消極的と思われるのは� A, D館の親機関である�
A館の正規職員は親機関 �所属部門
 に �資料室
を充実させようという姿勢は見られない� と述
べ� D館の委託職員は� 親機関として図書館サ�
ビスに対する方針は明確ではないと説明してい
る� D館の回答は委託職員からのものであるが�
委託職員は勤続年数も長く� 他の支所の専門図書
館の情報にもある程度通じていた� D館の親機関
は大組織であるため� 委託職員が情報管理
図書
館サ�ビスに関する親機関の方針すべてを把握し
ているとは思われないが� 一定程度の信頼を置け
る内容であると受け止めた�
以上のように� 図書館運営は情報管理に関する
親機関の考え方に影響されている� 親機関が積極
的な考え方を持っている場合は� 図書館は組織の
情報戦略の一翼を担い� 反対に消極的な場合は�
図書館の存続にも影響すると思われる�

B. 常駐委託導入の経緯

常駐委託の導入に当たっては� 次の二つの特徴
が見られた�
第一に� 請負者の選定に関して入札制を採用し
ているのは E館のみである� B, D, G館の親機関
は公的機関であるが入札制は採っていない� E館
以外の図書館は �グル�プ企業の関連会社� か�
親機関の設立した �財団法人� に委託しており�
選定に当たって数社の請負者を比較検討した結果
であるとは考えにくい� おそらくそれらの請負者
は� 優先的にほぼ自動的に選定されたものと考え
られる�
第二に� 常駐委託の導入に当たって請負者 �委
託職員
 に期待する内容は異なっている� 今回�
委託者に聞き取り調査ができたのは 3館である�
上記のように� ほぼ自動的に請負者が選定された
場合� 委託者側の要望が入れられる余地は少ない
と思われるが� それを承知した上で� 請負者に期
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待するものを尋ねた� E館では価格も選定の対象
であるが� 請負者の実績と委託職員の資格�経験
を重視している� これに対して� A館では� 欠員
補充の際に人件費削減を目的として常駐委託を導
入しており� 委託職員には特に条件を付していな
い� C館では� 常駐委託のメリットとして �人件
費が格段に安いこと� を挙げており� 経費削減へ
の期待が大きいことが推察される�
経費削減を常駐委託導入の利点と考える図書館
は多く� �実態調査�では 72.3�に及んでいた�こ
れは 1990年代以降� 非正規職員の採用�導入に
よって経費削減と雇用量の調整を図ろうとする親
機関の経営方針を反映している� こうした経営方
針の下では� 親機関と委託者の当面の利益が優先
され� 図書館サ	ビスの充実は軽視されるのでは
ないかという危惧が残る�

C. 正規職員と委託職員との業務分担

委託者の正規職員と委託職員の業務はすべての
図書館で分けられており� 同一業務を双方で実施
している図書館はない� これは委託者の正規職員
も� 委託職員も同様に回答している�
各館によって異なるのは� 委託業務の範囲であ
る� 委託業務の内容は図書館サ	ビスのほぼ全域
にわたっていたが� 選書と企画立案は調査対象館
によって差があった� 委託者の正規職員と委託職
員の回答を総合すると� 選書を委託しているのは
B, D, H館と個人請負の F館の 4館であり� C, E

館はリスト化までを委託している� 企画立案を委
託しているのは F� G, Hの 3館のみである� この
3館に限られているのは� 前述のように F館は個
人請負� G, H館は管理運営委託の図書館であるた
め� 請負者の側で事業計画を立てられるからであ
る� これ以外の図書館では� 委託者も委託職員も
企画立案は委託者の業務であるという認識であっ
た� C館の正規職員は� 企画立案や作業進行の管
理などの管理業務は� 今後も委託者のするべき業
務であると説明している�

D. 委託職員による実際の業務の進め方

業務を行うのは委託職員であるが� 現実には委

託者や請負者との関わりの中で実施されている�
本節では第 1図の (1)
(3)の二者ずつの関係に見
られる特徴を� 主に委託職員の発言をもとに明ら
かにする�

1. 委託者と請負者間
委託者と請負者間 �第 1図の (1)� には� 委託者
の請負者に対する優位性が見られる� 業務委託で
は一般に委託する側の意向が強く� 請負者は受身
であることが多いが� 図書館の常駐委託も同様で
あった� この実態は委託職員の発言から読み取る
ことができる� B館の委託職員は� 請負者は委託
者に対して萎縮していると述べ� D館の委託職員
は� 請負者は委託者の要求が適正かどうか判断す
ることもなくそのまま従うと指摘した� G館の委
託職員は� 今後の運営は委託者である親機関の予
算次第であると述べ� H館では新企画は委託者の
許可を得て実施している� このように� 多くの図
書館では委託者の意向の下に業務が進められてい
る�

2. 委託者と委託職員間
委託者と委託職員間 �第 1図の (3)� には次の 4

点の特徴が見られた�
第一に� ほとんどの図書館に委託職員のみが使
用する独立した事務スペ	スが用意されている�
図書館には一般に貸出カウンタ	やレファレンス
デスクなど利用者と応対するスペ	スとは別に�
事務作業をする独立した部屋やスペ	スが設けら
れている� 後述するように委託職員が使用する独
立した事務スペ	スは業務遂行上重要と考えられ
る� B, C, D, E, F, G, H館では� 委託者の使用する
事務室と委託職員の使用する事務室は別
であっ
た� この 7館は� 常駐委託の中でも �ほぼ全面委
託� �個人請負� �管理運営委託� のいずれかの形
態で� 実際に図書館業務に携わっているのは委託
職員のみであった� 結果的に委託職員のみが使用
する独立したスペ	スが用意されたことになっ
た�
第二に� 作業マニュアルの整備は約半数の図書
館にとどまる� 委託当初から用意されていたの
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は� A, E, G館と資料管理用のマニュアルのみ用
意されていたH館の計 4館である� B, D館は委
託職員が� F館では個人請負者が自主的に作成し
た� H館の来館者対応用のマニュアルも� 委託職
員が作成している� 仮に詳細なマニュアルが整備
されていたとしても� 請負当初は戸惑いや混乱が
生じるであろうから� マニュアルのない図書館で
はそれ以上の混乱が生じたと推察される� 図書館
業務は� 業務内容自体は図書館によって大きな差
異はないが� 図書�雑誌の登録方法や貸出�返却
の規定など� 手順や細部は異なっていることが多
い� 作業マニュアルのないところで遅滞なく業務
を遂行しようとすれば� 委託職員に大きな負担を
強い� 利用者サ�ビスの低下につながる懸念があ
る�
第三に� 労働者派遣との類似が見られる図書館
がある� 個人請負の F館を除く 7館のうち� 類似
傾向が見られるのはA館である� A館の委託者
の正規職員は �委託職員はすべて正規職員の指示
の下��秘書的な働きをしていると述べている�正
規職員と委託職員間には指揮命令関係がうかがわ
れ� 実態は労働者派遣か� パ�ト職員の直接雇用
に近い�
労働省告示第 37号 �省令� �昭和 61年 4月 17

日� では� 業務委託の請負者は� 自己の雇用する
労働者 �委託職員� を自己の指揮命令下において
業務に従事させなければならず� また� 自己の責
任と負担で独立して機械� 設備� 器材などを準備
調達しなければならないと定めている� 業務委託
が労働者派遣と区別されるためには� この 	指揮
監督性
 と 	独立性
 の 2つの要件を満たしてい
る必要がある� A館の場合は� 委託者の正規職員
と委託職員は 1名ずつである� こうした少人数の
職場に法定どおりの指揮命令系統が 2本あるこ
とは現実的ではなく� 少人数の職場では常駐委託
という運営形態が適切であるかどうか疑問があ
る�
第四に� 委託者と委託職員とのコミュニケ�
ションは半数以上の図書館で図られている� 両者
の会合がおおむね月 1回以上ある図書館は� A, C,

E, F, H館である� A, C館の委託者の正規職員は

日常的に連絡�調整を行っている� また� C, E, F

館では� 両者は定期的な会合を持ち� H館では頻
繁な意見交換の機会がある� E館の委託職員は�
�現場の声が委託者と請負者に届くことが大切で
ある�と指摘していた� これに対して� B� D館は
以前は委託者� 請負者� 委託職員の定期的な報告
会が設けられていたが� 数年前から委託者と請負
者のみの会合に変更になった� B館の委託職員
は� 委託者との会合には委託職員を加えるべきで
あると述べ� D館の委託職員は� 現場の声を委託
者に伝える場がなくなったと説明する� B, D館の
委託職員は親機関の方針に沿った業務を遂行する
には� �委託者と現場を結ぶ太いパイプが必要�と
指摘した�
前述のように� 業務委託は請負者に 	指揮監督
性
と	独立性
 を求め� 委託者が限度を超えた指
示や干渉を行うことは認められていない� しか
し� 契約期間中に委託者が委託職員に業務の進捗
状況を確認することは� 通常発注者として行うべ
き指示の範囲に入り可能である12)� 利用者と日常
的に接しているのは委託職員であり� 委託職員は
利用者のニ�ズをもっともよく把握している� 委
託職員から実務レベルでの報告がないと� 委託者
は利用者ニ�ズを知る機会を逸する� 指揮命令に
当たらない範囲で� 委託者が委託職員とコミュニ
ケ�ションを図ることは� 双方のみならず� 利用
者にとっても利益になると思われる�

3. 請負者と委託職員間
請負者と委託職員間 �第 1図の (2)� には次の 4

点の特徴が見られた�
第一に� 多くの図書館で委託職員の自由裁量が
見られる� 委託職員は請負者の指揮命令下にある
が� 業務は自己の裁量に基づいて実施していた�
B, D, G館の委託職員は� 自分で考えたことを責
任を持って実施できる点を評価し� E館の委託職
員は�請負者からも委託者からも監視されず� �日
常業務を自由に行える� ことを利点と述べてい
る� F館はさらに明快に �自己裁量で仕事ができ
ること� を長所と指摘していた�
委託職員は業務に工夫をこらし� 次のような意
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欲的な取り組みを行っていた� B館ではニュ�ス
レタ�類はどれが新着分なのか分かるように受入
週順に配架し� D館では雑誌の記事索引を作成し
ていた� F館では目次からも検索できるように蔵
書情報に目次を入力し� G館では資料の確実な入
手に努力することをホ�ムペ�ジに記している�
第二に� 請負者の図書館業務に対する理解不足
が見られる� 第 4表で見たように� 調査対象館の
請負者はグル�プ企業の関連会社と財団法人が多
い� しかし� これらの請負者が図書館業務を熟知
しているとは限らない� 請負者が図書館業務を理
解していると述べたのはH館の委託職員のみで
ある� H館以外では大半が理解の低さを指摘し
た� B館の委託職員は� 請負者は図書館業務に
�愛着も責任も持っていない�と述べ� D館では請
負者の図書館業務への理解のなさが� �業務を円
滑に進められない最大の原因� であると説明して
いる� 前述のように� 業務に積極的に取り組もう
としている委託職員と� 図書館業務への理解の低
い請負者の間に認識のズレが出ることは容易に推
測がつく� このズレが� 次に述べる両者の信頼関
係に影響していると思われる�
第三に� 請負者と委託職員間に信頼関係が見ら
れる図書館は少ない� 両者が良好な関係を保って
いると思われるのは E, H館のみである� E館の
委託職員は� �請負者から信頼され仕事が進めや
すい� と説明し� H館の委託職員は �請負者は図
書館や委託職員の業務を理解� しており� 頻繁に
面談があると述べていた� H館は管理運営委託の
図書館であるため� 両者に一体感があることも理
由にあると思われる� この他の館では� 両者間の
信頼関係は全般に弱い� B, D館の委託職員によれ
ば� 委託職員が委託者や請負者に対して発言する
と請負者からの評価が下がる場合もあり� 委託職
員は請負者に対して不信を抱いていた� B館の委
託職員は �請負者は委託者に萎縮している� と指
摘し� D館の委託職員は �請負者は委託者に従う
だけ�と批判的である�また� A館では年に 1回�
契約更新時に請負者と委託職員とが面談するにと
どまり� C館では委託者の正規職員への聞き取り
調査から推察すると� 請負者と委託職員間には異

動をめぐってトラブルが発生しており� 良好な信
頼関係が築かれていない可能性がある�
委託職員から見ると� 請負者は常駐委託を請
負っている責任者であり� 委託者との仲介者であ
る� この仲介が有効に機能することで業務が遂行
しやすくなるため� 委託職員が相談したり意見を
言うのはきわめて当然なことである� 両者が密接
な関係を持ち意見交換をすることによって信頼関
係が築かれ� 一体となって委託者に対応できると
思われるが� 実際には疎遠である場合も少なくな
い� 請負者によっては� 委託者の反応を過度に重
視し� 自社の委託職員のフォロ�が後回しになっ
ている�
第四に� 図書館によっては様�な就業形態の委
託職員が混在して業務を行っている� G館の委託
職員の 1人は請負者の臨時職員であり� H館の委
託職員の 1人は労働者派遣事業も行っている請
負者からの派遣社員 �パ�ト� である� これらの
図書館では委託職員間で業務分担が行われている
ため� 問題は生じていない� 他方� D館の請負者
は� 数年前から請負者と雇用関係を持つ委託職員
の採用を中止し� 第 3図のように別途派遣会社と
契約して派遣社員を委託職員として任用し始め
た� 請負者は派遣社員の使用者ではないため� 使
用者が負担する労働者の社会保険料が不要とな
り� 人件費は軽減される� これを派遣社員の立場
から見ると� 請負者は派遣先となり� 派遣先 �請
負者� の指定する場所 �図書館� で派遣先 �請負
者� の指揮命令の下� 就業することになる� この
場合� 派遣社員は請負者� または現場の委託職員
の責任者の指揮命令下で仕事をするため� 労働者
派遣法第 24条で禁じている二重派遣には当たら
ない13)� D館では同じ業務を� 就業形態の異なる
委託職員が一緒に行うようになり� 委託職員から
不満が生まれ� また� このような措置をとる請負
者に対して不信が募り� 委託職員と請負者間でト
ラブルが発生した� B館の請負者も同様の方法を
用いているが� 請負者の雇用する委託職員と派遣
会社から任用した委託職員は業務を分担している
ため� トラブルは発生していない� 就業形態の異
なる委託職員に同じ業務を行わせる方法は� 職場
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の人間関係に歪みをもたらすと考えられる�

E. 委託職員の労働条件に対する意識

処遇に対する委託職員の意識は二つに分かれ
た� 委託職員の賃金に対する評価を� 額の多寡で
はなく仕事の対価として適切かどうかを尋ねたと
ころ� A, B, D, E, H館と H館 �派遣� の委託職員
は �十分� �まずまず十分�と評価している�一方�
B館 �派遣� と F, G館の委託職員は� 十分満足し
ていない� B館 �派遣� の委託職員の時給は 5年
以上変わらず� 頻繁に人が入れ替わったと言う�
F館では �同年代の正規職員には及ばない� と述
べ� G館では改善要求が実現しなかった� 大まか
に言うと約三分の一の委託職員は処遇に満足して
いない�

F. 委託職員に対する請負者の教育支援

請負者は� 委託職員が専門性を高めることに消
極的である� 専門図書館員のスキルアップの機会
は専図協を始め関係団体によって用意されている
が� それら外部の有料の研修会に委託職員が参加
する体制があるのは F, H館のみである� F館で
は委託者の経費負担によって参加が認められ� H

館では請負者によって 1人につき年に 1回の外
部研修が認められている� E館では請負者は参加
を奨励しているが� 調査時点で委託職員は有料の
研修会に参加していない�他方� B, D, G館は以前
は参加が認められていたが� 現在は参加の機会は
ない�その理由は� 委託職員によれば� B� D館は
請負者が必要ないと判断したためであり� G館は
1名体制となって実質的に参加は不可能となった
ためである� また� B館 �派遣� の委託職員は�
�請負者は派遣の委託職員に関して教育支援を考
えていない� と指摘し� 同様に H館 �派遣� の委
託職員も外部への研修の機会はないと述べてい
る� この他� 業務遂行に必要な資格や技能取得の
ための援助や配慮をしている請負者はきわめて少
ない� 委託職員は必要に応じて独習している�

G. 常駐委託に対する評価

常駐委託に対する評価は� 委託者の正規職員と

委託職員で異なっており� また� それぞれの中で
も様	である� 委託者の側では� 聞き取り調査を
した 3館のうち� 評価をしているのは E館のみ
である� E館では親機関全体が業務委託 �常駐委
託� に取り組み� 委託者の正規職員は常駐委託に
よる業務効率のよさを評価していた� これに対し
て� A館の委託者の正規職員は� 経費節減を評価
しつつも� 常駐委託になると �文化やノウハウを
蓄積し次代に継承していく� 図書館の使命が達成
できなくなると危惧し� 親機関の決定に懐疑的で
あった� C館の委託者の正規職員は� 常駐委託に
関して長短両方の評価をしている� 常駐委託のメ
リットは� 正規職員が管理に専念でき人件費も軽
減できることとしているが� 反面� 委託職員の人
事に親機関の意向が反映しにくく� 委託者� 請負
者� 委託職員の三者の意見調整に多大な労力を要
することをデメリットと考えていた� 業務委託
�常駐委託�では�委託者は委託職員の使用者では
ないため人事権は持っていない� C館の正規職員
は� 請負者による人員配置がもたらす混乱を懸念
している� 現場の正規職員は親機関の決定を必ず
しも肯定的に受け入れていないことを示してい
る�
これに対して� 委託職員の側は� まず� 全員が
常駐委託という運営形態を評価し� その上でいく
つかの問題点を指摘した� 委託職員が常駐委託を
評価するのは� 自分自身が実際に業務に携わって
いるため� 常駐委託を否定的に捉えることは� 自
分の役割や存在意義を認めないことにつながると
いう意識も働いていると思われる� 問題点として
は� 委託者と直接コンタクトを取った方が物事が
スム
ズに運ぶ場合があってもできないことが挙
げられた� 前述のように委託者が委託職員に業務
の進捗状況を確認する程度のことは認められてお
り� 委託職員は委託者に対して現場の状況を報告
するなど� 直接接する機会を求めていることが分
かる� この他� 管理運営委託の場合は� 予算が委
託者によって決められて削減されたり� 機器�備
品に対する発言権がないことが挙げられ� 個人請
負者からは� 保険� 年金の保障や労災に対する補
償に不安が示された�
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H. 今後の図書館運営への意見

今後の図書館運営のあり方について� 委託者と
委託職員の意見は異なっている� この設問に限
り� 労働者派遣の I館の意見も参照すると� 4館
の委託者 �I館は派遣先�筆者注�のうち�常駐委
託を容認し推進の意向を示しているのは E, I館で
ある� E館の正規職員は �正規職員が窓口業務の
能力を有していない� ため� 常駐委託を継続する
と述べており� I館は外部人材を活用する体制に
移行していくことを有効であると主張している�
これに対して� A館は全面的な常駐委託には否定
的で� C館も請負者側の事情によって一定のサ�
ビスレベルを保持できない不安を説明し� 常駐委
託という形態を疑問視している�
他方� 委託職員はほぼ全員が� 今後の常駐委託
の拡大の可能性を指摘した� B館 �派遣� 	時代の
流れ
� D館 	コスト本位で考えれば進む
� E館
	社会的な要請
� H館 	ワ�ク�シェアリングの
一つ
 という言葉がそれを示している� また� B

館はほぼ全面委託であるが� 委託職員は �本来は
直営でするべきこと� と述べ� 今後は �親機関の
中で働いているような形態の委託�� すなわち直
営のような形態の委託を提案した� これは� 図書

館の施設管理と運営のすべてに責任を持つ管理運
営型の委託を想定した発言と考えられる�

I. まとめ

第 7表は� 以上 8つの観点から見た常駐委託の
主な特徴を� 第 1図の (1)�(4)の二者ずつの関係
に整理したものである� 委託者と請負者の間の特
徴は� 1) 委託者が優位にある� 2) 企画立案や選
書を委託している� 3) 請負者 �委託職員� の専門
的知識�技術を重視しているの 3項目である� 請
負者と委託職員の間の特徴は� 1) 委託職員に自
由裁量がある� 2) 請負者が図書館業務を理解し
ている� 3) 信頼関係がある� 4) 委託職員の就業
形態に応じた業務分担を行っている� 5) 処遇に
関して委託職員が満足している� 6) 委託職員へ
の教育研修体制が整っているの 6項目である� 委
託者と委託職員の間の特徴は� 1) 正規職員と委
託職員の業務分担が行われている� 2) 独立した
事務スペ�スがある� 3) 作業マニュアルが整備
されている� 4) 労働者派遣との違いがある� 5)

コミュニケ�ションがとれているの 5項目であ
る� そして� 委託者と親機関の間の特徴は� 1) 親
機関に情報管理�図書館サ�ビスに関する方針が

第 7表 二者間の関係別常駐委託の特徴

特 徴

(1) 委託者と請負者間
1) 委託者が優位にある
2) 企画立案や選書を委託している
3) 請負者 �委託職員� の専門的知識･技術を重視している

(2) 請負者と委託職員間

1) 委託職員に自由裁量がある
2) 請負者が図書館業務を理解している
3) 信頼関係がある
4) 委託職員の就業形態に応じた業務分担を行っている
5) 処遇に関して委託職員が満足している
6) 委託職員への教育研修体制が整っている

(3) 委託者と委託職員間

1) 正規職員と委託職員の業務分担が行われている
2) 独立した事務スペ�スがある
3) 作業マニュアルが整備されている
4) 労働者派遣との違いがある
5) コミュニケ�ションがとれている

(4) 委託者と親機関間
1) 親機関に情報管理�図書館サ�ビスに関する方針がある
2) 委託者が業務委託の導入を評価している

注
 太字は共通して見られる事項
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ある� 2) 委託者が業務委託の導入を評価してい
るの 2項目である� その結果� 各館に共通して見
られる項目 �太字� は 5点� 共通して見られない
項目は 11点あった�なお�本稿では 8館中� 6館
以上に見られる項目を共通して見られる項目と考
えた� これらから常駐委託の現状は次のようにま
とめることができる�
第一に� 常駐委託の運営には� 共通して見られ
る項目より共通して見られない項目の方が格段に
多い� 常駐委託は基準となる条件が整った上で運
営されているわけではなく� 個�の図書館の事情
によって実施されている�
第二に� 共通して見られる 5つの項目� すなわ
ち �委託者が優位にある� �委託職員に自由裁量が
ある� �正規職員と委託職員の業務分担が行われ
ている� �独立した事務スペ�スがある� �労働者
派遣との違いがある� は� 内容によって常駐委託
がもたらす必然的な事項� 前提条件� 必要な要件
の 3種類に分けられる� まず �委託者が優位にあ
る� �正規職員と委託職員の業務分担が行われて
いる� �労働者派遣との違いがある� は� 常駐委託
を導入する以上� 必然的に発生する事項である�
�委託者が優位にある�については�委託者が委託
導入を決定して初めて請負者が交渉の場に上り�
その時点から両者の関係が発生する� 導入決定
後� 委託者がイニシアチブを取るのは当然とも言
える� �委託者が優位にある� は� 常駐委託にとっ
て必然であり� 円滑な運営に当たって必要な要件
ではない� �正規職員と委託職員の業務分担が行
われている� については� 常駐委託は業務の一部
またはすべてを他者に委ねるものであるため� 契
約時に委託職員の業務は正規職員の業務と明確に
区分されていなければならない� 両者の業務分担
は常駐委託にとって必然的な事項であり� 運営に
当たって必要な要件ではない�また� �労働者派遣
との違いがある� については� 労働省告示を遵守
し労働者派遣と区別した運営を行うことは� 常駐
委託として当然従わなければならない条件であ
る� 常駐委託の現実であり� 運営に当たって必要
な要件ではない�
次いで� �委託職員に自由裁量がある� は� 常駐

委託に際しての前提である� 図書館に限らず常駐
委託全般に共通する前提とも言える14)� そして�
�独立した事務スペ�スがある�は�大部分の図書
館で設置されているところから� 常駐委託に広く
求められ実施されてきたもので� これまでの常駐
委託にとって必要な要件を成していたと考えられ
る� 次の段階では� これは今後も継承されるべき
要件であるか� 必要な要件であるとしたらなぜ必
要なのか� そしてその要件は関わっている四者の
うち誰が責任を持って充実させていくべきものか
の検討が必要となる�
第三に� 共通して見られない項目は� 当事者が
ある特定の考え方を持っているか� または� 条件
の整っているところでは行われている項目であ
る� これらが行われている場合は� 図書館業務へ
の取り組みが積極的で円滑な運営が行われてい
た� しかし� それらの条件がないところでは問題
が発生し� 円滑な運営が行われていない場合があ
ることが分かった� この一部の図書館に見られる
11の条件は� 個�の図書館の運営に望ましい条
件というだけでなく� 常駐委託の運営に一般的に
必要な要件であると考えられる� 次の段階では�
その条件がなぜ必要なのか� 条件がないことは常
駐委託の運営に障害となっているか� つまり� そ
の条件は円滑な運営に必要であると因果関係を
もって説明することができるかどうかが論点とな
る�
第四に� 以上を総合して考えると� 常駐委託の
図書館には� 第 4図のように委託者の正規職員が
中心となってリ�ドしているケ�スと� 第 5図の
ように委託職員がリ�ドしているケ�スの二通り
がある� 第 4図は� 委託者の正規職員の図書館業
務に対する理解が深いケ�スで� C, E館が該当す
る� 第 5図は� 委託者や請負者の図書館業務に対
する理解が十分でなく� 委託職員とも十分なコ
ミュニケ�ションが取られていない場合もある
が� 委託職員の専門的知識と経験によって運営が
行われているケ�スである� これには B, D, G館
があてはまる� 個人請負の F館と� 委託者や請負
者に図書館業務への理解がありコミュニケ�ショ
ンもよく取られているH館も� 委託職員の知識
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と経験の積み重ねによって運営が進められている
ため� 後者に属すると考えてよい�

B, D館の請負者は� 委託者の親機関が出資金を
100�拠出した財団法人であり� 常駐委託開始以
来� 請負者は変わっていない� B, D館の委託職員

�派遣を除く� の勤続年数は長く� とりわけ D館
ではほぼ全員が勤続 10数年の経歴であった� す
なわち第 5図では� 委託者の委託職員に対する依
存が生まれ� 運営の方針やノウハウが委託職員の
側に蓄積され� 委託者の側にほとんど残らなく
なったケ�スであると思われる� 第 4図の常駐委
託の請負者が替わったり� 委託職員も人事異動で
替わったりするのと大きな違いがある� また� F

館は個人請負� G, H館は管理運営委託であるた
め� 委託職員が運営をリ�ドするのは当然とも言
える�
一方� A館の正規職員は� 図書館での勤続年数
が長く図書館業務に対する知識�技術が豊富であ
るが� 常駐委託による運営に懐疑的で� 常駐委託
を積極的に活用しようという意識は薄いと見受け
られた� 委託職員も図書館運営をリ�ドしている
わけではない� 第 4図� 第 5図のどちらにも属さ
ない消極的な常駐委託運営であると言える�
以上の分析をもとに� 次章以降で常駐委託の運
営に必要な要件を明らかにする�

IV. サ�ビスを維持�向上させるための
要件

前章では� 常駐委託による運営において� 各館
に共通して見られる事項と共通して見られない事
項について分析し� それらが常駐委託のもたらす
必然的な事項� 前提条件� および必要な要件であ
ることを明らかにした� 本章では� まずなぜ前提
条件が重要であるかを検討する� 次いで運営に必
要な要件を� それを充足する責任があると思われ
る当事者ごとに分けて再整理し� それらの要件が
必要な理由を明らかにする� 本章では� 紙面の関
係上� 委託者と請負者を中心にサ�ビスを維持�
向上させるための要件について� 次章では� 委託
職員の処遇改善のための要件について考察する�
なお� 本章でいうサ�ビスを維持�向上させるた
めの要件とは� 具体的な個�のサ�ビスを向上さ
せるための要件ではなく� その周辺の条件を整え
ることによって結果的にサ�ビスの向上につなが
るという意味での要件である�

第 4図 委託者がリ�ドしているケ�ス

第 5図 委託職員がリ�ドしているケ�ス
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A. 常駐委託の前提

調査対象館では� 概ね委託職員の自由裁量が見
られた� 常駐委託による運営で利用者と直に向き
合えるのは委託職員だけであるため� 委託者は利
用者と接触のある委託職員を通じて� 利用者から
の要望や意見を把握することになる� 委託職員は
サ�ビス提供者として� 利用者からの質問に答
え� さらに必要な情報を提供することになる� そ
の時その場での対応には適切な判断と処理が求め
られ� 一定の自由裁量は重要な条件となる�
委託者は� 業務委託 �常駐委託� が決定した後
は� 委託業務の内容� 実施時期や納期� 求める結
果のレベルなどを請負者に提示し� 実際の進め方
については請負者に委ねるべきである� そして請
負者は� 具体的な業務の進行については委託職員
の裁量に委ねるべきであろう� 委託職員に裁量の
余地があればこそ� 仕事への積極性� 責任� 愛着
が生まれ� 図書館サ�ビスの向上につながると考
える�

B. 委託者の責任

1. 運営形態の検討
委託者は� 親機関の人件費削減の方針を受けて
常駐委託という運営形態を採用する場合でも�
様�な人材活用の形態の長所と短所を比較検討
し� 最終的に常駐委託を選定するというプロセス
を経る必要がある� しかし現状を見る限り� 委託
者の多くはそうしたプロセスを経ておらず� 低コ
スト労働力の確保を前提に� 次に述べる労働者派
遣の直接雇用の回避や使用者責任の回避の面から
導入している図書館もあると思われる�
労働者派遣法は� 派遣労働者保護の観点から�
派遣先�派遣元に対して多くの規制を設けてい
る� その一つに� 派遣先が派遣労働者を受け入れ
て一定期間が経過した後は� 派遣労働者に対して
直接雇用を申込む義務を負うという規定がある
�同法第 40条の四�五��現在�他職種の委託者の
中にはこの規定を回避するため� あえて年数に上
限がなく規制が緩い業務委託契約を形式上採用し
ているところもある� 実質が労働者派遣である業
務委託は偽装請負と呼ばれ� �低いコストで�使用

者責任を負わずに労働者を指揮命令でき� 契約解
除でリストラも容易	15) である点が最大のメリッ
トと言われる� �契約は業務委託で� 実際は派遣
で	 という形態は� 近年労働市場でも大きな問題
になっている16)�

1990年代後半から� 公的機関では行政改革の
一環として経費削減を目的の一つに民間委託が推
進され� 図書館もその対象に含まれる� しかし�
親機関が民間企業や団体である専門図書館の場
合� 経費節減を目的にするのであれば� 常駐委託
の形態に限ることなく� 直接指揮命令できるパ�
ト� アルバイトの雇用か� または外部人材でも図
書館側に指揮命令権のある労働者派遣の導入が選
択できるはずである� 
実態調査� によれば� 常駐
の委託職員が 
2人� 以下の図書館は 58.6�を占
めていた� こうした小規模な職場で� 果たして指
揮命令権が別立てになる常駐委託が必要かどう
か� また現実的かどうかを十分に検討する必要が
ある�
重要なのは� 常駐委託でなければならない明確
な理由を持ち� 常駐委託による運営でどのような
サ�ビスを行うかのビジョンを示すことである�
なお� A館では実態と形式との整合を図り� 2007

年に業務委託から労働者派遣へ移行した�

2. リ�ダ�シップ
親機関の判断で組織全体が常駐委託の導入を決
定した場合でも� また� 委託者が人材活用の方法
の中から常駐委託を選択した場合でも� その運営
形態を最大限活かせるように事業計画を立て� 運
営のイニシアチブを取るのは委託者の責務であ
る� 将来にわたる契約更新が不確実な請負者に�
それを期待することはできない� 委託者が図書館
業務の全体像と今後の方針を明確に持っていれ
ば� 請負者が変更になっても運営方針の基盤は変
わらず� 不断に業務を遂行していくことができ
る�

III. Iで常駐委託には委託者がイニシアチブを
取って推進しているケ�スと� 委託職員がリ�ド
しているケ�スがあることを明らかにした� しか
し� 後者のように委託職員個人の専門的知識や経
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験に依存度が高い委託は� 請負者の中での人事異
動や� 請負者そのものの変更が生じた場合� それ
までのサ�ビスが維持できない恐れがある� サ�
ビスの継続性�一貫性に懸念があり� 好ましい形
態とは言えない� 個人の経験や努力に依存しすぎ
ることなく� 不断に業務を継承していける体制を
整えることが重要である� 運営のイニシアチブは
組織内の者が当たるのが適切で� 委託者のリ�
ダ�シップは必要である�
加えて常駐委託による場合は� 常駐委託でどの
ようなサ�ビスをめざすのかを親機関に積極的に
アピ�ルすることが重要である� この働きかけが
ない場合は� 正規職員の人数が少ない分� 図書館
と親機関との結びつきは弱くなり� 縮小や閉鎖の
リスクが高くなると考えられる�

3. 委託範囲の決定
委託業務の範囲は個�の図書館の状況によるた
め� 一概にどの業務を委託すべきかを示すことは
難しい� しかし� 次に述べる現状に照らすと� 専
門図書館の委託の範囲は選書と企画立案以外にな
らざるを得ず� この範囲とすることが適切である
と考えられる�
選書と企画立案には図書館の予算が関係する�
予算を知る立場にない請負者や委託職員が� 図書
館の将来像を描き購入計画を立てるのは不可能で
あろう� 単年度契約の請負者に委託するのは現実
的でなく� 仮に長期間の委託が可能になったとし
ても� 企画立案まで委託すると� 委託者側に図書
館サ�ビスの計画や� 運営に関する情報� 経験な
どが蓄積されず� 図書館運営�サ�ビス能力の空
洞化が生じるという指摘もある17)� また� 予算に
は親機関の今後の経営戦略が盛り込まれており�
特に民間企業の場合は� 組織の成員でない請負者
や委託職員が関わることを敬遠�警戒する委託者
もある� 調査対象館のうち選書や企画立案を委託
しているところは� 個人請負か管理運営委託の図
書館で�契約の反復更新が考えられること�また�
管理運営委託の場合� 請負者は親機関の設立した
財団法人か分社化した子会社であり� 同じ組織内
の一員と考えられるため経営戦略を共有できるこ

とが他館と大きく異なる� これらは特別な条件を
持つ事例と考えられ� 一般的とは考えられない�

2005年� 青柳英治は企業内専門図書館に対す
る職務実態調査を行い� 次の結果を明らかしてい
る18)� 1) �予算計画の立案�執行管理� �資料部門
の事業計画の立案� �選書業務�における正規職員
の実施率は� 順に 97.5�, 94.9�, 94.0�ときわめ
て高いこと� 2) �資料部門の事業計画の立案�と
�選書業務�は�調査において専門性が高い職務と
評価されていることである� すなわち� ほとんど
の企業内専門図書館では� 専門性が高いと評価さ
れている職務は正規職員が実施している� このよ
うな実態に即して考えても� 委託の範囲は当面は
選書と企画立案以外とすることが適切であろう�

4. 独立した事務スペ�スの設置
常駐委託において請負者側 	委託職員
 が円滑
に業務を進めるためには� 独立した作業場所� 少
なくとも委託者側と区切られた事務作業スペ�ス
が必要であり� 委託者はその設置に配慮する必要
がある� 労働省告示第 37号は� 委託業務の遂行
について請負者の独立処理を原則としているが�
この条件を満たすために� 独立した場所で作業を
することまでは求めていない� 委託者の正規職員
と同じ部署や同じ部屋で作業する場合でも� 業務
が独立し客観的に区分されて請負者の責任の管理
下にあれば� 混在には該当しないとされる14)�
しかし� 請負者側が独立して業務の進捗を把握
し� 優先順位の調整� 業務の割付け� 出退勤の管
理などをしなければならないことを考えると� 委
託者と同じ作業場所 	事務スペ�ス
にいるのは�
現実的に指揮監督しづらく業務遂行に支障をきた
すと考えられる� 委託者側 	正規職員
 と請負者
側 	委託職員
 が同一作業場で混在して就労する
ことは� 業務の区分� 指揮命令系統が不明確にな
り�擬似雇用関係を生む� 1998年�白井邦彦が請
負者を対象に行った ��契約労働� に関するアン
ケ�ト調査� では� 作業場所が独立している事業
所は 2割に満たず� その結果� 正規職員と請負者
の従業員とが混在して作業を行っている割合は
63.8�に上っていた19)� 委託者側と請負者側は別
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の組織に属していることを双方が認識する上で
も� 空間を区切ることは必要である�
また� 独立した事務スペ�スは� 委託職員と委
託者の正規職員との感情的な軋轢を未然に防ぐた
めにも必要である� 業務分担が明確に行われ業務
内容が異なっていたとしても� 賃金や休暇など全
般に恵まれた待遇の正規職員と近接して仕事をす
るのは� 委託職員に心理的葛藤を与えると推察さ
れる� 使用者も就業形態も異なるため差異はやむ
を得ないと理解はしていても� 感情面で受け入れ
ることが難しいであろう� 心理面からも分離独立
した事務スペ�スの設置は必要である�

5. 作業マニュアルの整備
常駐委託は作業マニュアルに基づきながら運営
されることが前提であり� 委託者はそれを整備す
る責務がある� 作業マニュアルが未整備の状態
で� 委託者が請負者や委託職員に業務内容と作業
手順を的確に伝えることは難しく� 請負者の側も
業務の全容と手順が分からなければ必要な人員算
定や配置も困難になる� 1980年代� 専図協は作
業マニュアルを編集する効果として� 業務の効率
化� サ�ビス改善� 引継資料の省略や簡易化など
を挙げている20)� また� 作業マニュアルは� 外部
への業務委託 �外注� を含めて図書館で初めて仕
事をする者に比較的有効に利用され� 積極的に評
価されていることを明らかにしている21)�
�実態調査� によれば� 常駐委託の図書館では
�専門的ではあるが定型化が可能な図書館固有の
業務	 を委託する �縦請け型� の業務委託が
73.9
を占めていた� 該当するのは一定の専門的
知識があれば作業マニュアルに沿って対処できる
業務である� しかし� 調査対象館のマニュアルの
整備率は低かった� 図書館界では作業マニュアル
を特に必要としないという議論もあるが22)� これ
は職員が固定している場合のことであろう� 常駐
委託を導入し� しかも数年おきに請負者の変更が
予想される時に作業マニュアルがないのでは�
サ�ビスを効率的に遅滞なくこれまでと同じ水準
で提供していくことは難しくなる�
作業マニュアルは作成に時間と労力を要する

が� 一旦作成すれば以後は追加や修正をするだけ
で済む� 村橋勝子は 2005年� 機械化時代にこそ
職員間にも自分自身にもマニュアルは必須である
と説明している23)� 国立大学図書館協議会 �現国
立大学図書館協会� も 2000年� 業務委託を円滑
かつ効果的に進めるために� 委託者に対して現行
業務の作業手順が �詳細かつ明確にマニュアル化
されていること	 を重要な前提条件としてい
る24)� 前述の専図協の調査が指摘しているよう
に� 作業マニュアルは業務委託には有効なツ�ル
であり� 当時よりも委託内容が図書館固有の専門
的業務へと移行した現在では� 必須のツ�ルと
言ってよい�
調査対象館によっては� 委託職員が自主的にマ
ニュアルを作成しているが� それは本来であれば
委託者がするべきことを委託職員に代行させてい
ることになる� 聞き取り調査や前述の図書館界の
議論から推察すると� 正規職員による運営の図書
館でもすべてマニュアルが整備されているわけで
はない� �総覧� 2006年版によれば� 作業マニュ
アルが �ある� 図書館は全体の 60.5
 �公共
大
学図書館を除く� にとどまる25)� 業務委託に当
たっては事前にマニュアルが整備されていること
が最善であるが� 未整備の場合は次善の策とし
て� マニュアル作成を委託業務に含むことも検討
されてよいであろう� ただし� マニュアル作成は
時間と労力とを要するため� この場合の委託契約
料金は別途加算が必要である�

C. 請負者の責任

1. 図書館業務への理解
請負者が業務委託の仲介者であることはすでに
述べた� 委託者との契約交渉をするのは請負者で
あり� それだけに� 請負者は対象業務に関する知
識と情報を持っていることが重要になる� 請負者
には� 個�の業務の内容� 求められる知識とスキ
ル� 必要な員数と時間数などを掌握し� 人員配置
を決定し� 機器と資材を準備し� 労務管理を行う
ことまでが求められる� ここで最も重要なのはそ
れぞれの業務の内容を理解することである�
しかし委託職員の回答から推察すると� 図書館
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業務に関して理解の不足している請負者はかなり
多い� 中には実情を考慮せずに人事異動を行った
り� 委託職員の発言を抑え込もうとする請負者も
いる� 請負者に対象業務への理解があれば� 必要
な知識や技術を持った委託職員の配置ができ� 委
託職員からの提案や要望を委託者に的確に伝えて
いくことができるようになる� 委託職員からの信
頼を得て� 委託者との協調関係を作り出していく
上でも� 図書館業務への理解は有力なよりどころ
となる�

2. 就業形態の違いによる業務分担
図書館業務の内容を理解した後に請負者のする
べきことは� 委託職員の就業形態の違いによって
業務を分担させることである� 請負者と雇用契約
のある委託職員と� 請負者が派遣契約を結んだ派
遣会社から派遣された委託職員とでは� 使用者が
異なっている� 使用者が異なり� したがって� 賃
金を始めとして休暇や雇用期間などの条件に格差
のある委託職員らに同一業務を担当させると� 人
間関係に軋轢が生じる�前述のように D館では数
年前から就業形態の異なる委託職員に同一業務を
担当させたことで� トラブルが発生した�
わが国の賃金体系は� 労働者の職務遂行能力に
よって決定される職能給制度が普及しており� 従
事する職務の内容によって決定される職務給の考
え方は一般的ではない26)� 現在� わが国に同一価
値労働同一賃金を定めた法律は存在しない� 請負
者が委託職員に業務を命じる場合� 委託職員の就
業形態が前述のように様�で� したがって処遇に
差がつくことが予め明らかである時には� 請負者
は委託職員を同一業務に従事させることなく� 業
務分担を行う必要がある� 請負者に対する委託職
員の信頼を得る上でも必要な策と考える�

3. 教育研修体制の整備
委託職員の教育研修の整備は� 使用者である請
負者の責任で行われるべきである� なかには委託
職員のスキルアップの機会を積極的に提供したい
と主張する請負者もいるが27)� 調査の結果から
は� 大半の請負者は委託職員が専門的知識�技術

を修得することに消極的である� 外部の研修への
参加費を予算化する請負者は少なく� また� 委託
職員の技能向上のために具体的な支援策を講じる
請負者も少ない� この傾向が続けば委託職員の知
識�スキルは衰退し� 図書館サ�ビスはそれらを
必要としないものしか提供できなくなる懸念があ
る� 館種は異なるが 2006年の私立大学図書館の
委託職員への聞き取り調査では� �キャリア形成
ができない� 機会に恵まれない� ことが問題点と
して抽出されていた28)�
一般に� 仕事上での教育訓練には� 担当する業
務についたまま先輩や上司から訓練を受ける職場
内訓練 (OJT)と� 職場外での研修による技術や業
務遂行上の能力訓練 (O#-JT)の 2種がある� 終身
雇用を前提としてきたわが国では� 特に OJTに
よって技術や業務遂行能力を向上させることが求
められてきた29)� しかし� 常駐委託の図書館では
1館当たりの委託職員数が少なく� また� 短期間
に委託職員が替わる図書館もある� 委託職員間で
OJTによって業務に必要な知識�技術を修得す
るのは困難であると考えられる�

1985年に制定された職業能力開発促進法で
は� 使用者の行う職業能力開発促進の措置とし
て� OJTや O#-JTの実施� 職業能力検定の受検�
労働者への情報提供�相談などを訓示的規定とし
て定めている�同法には�これまでの OJTによる
能力開発を中心とする伝統的支援策から� 労働者
自らが職業に関する教育訓練や職業能力検定を受
ける機会を確保するために� 使用者に対して配
置� 休暇� 労働時間等に関する配慮や援助を求め
る措置が盛り込まれている30)� 常駐委託において
この措置を実行するには� 二つの形態が考えられ
る� 一つは� 使用者である請負者が外部機関の主
催する研修会に委託職員を参加させることであ
る� もう一つは� 委託職員が資格や技能取得をめ
ざして教育を受けることを希望する場合� 請負者
が時間的な配慮をし� 経済的援助を行うことであ
る� 労働法の専門家には� �生存権を基底とし� 労
働権を核にして� 職業選択の自由と学習権を統合
した性格の権利�� すなわちキャリア権を構想し�
新たな時代の基本的人権と位置づける者もい
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る31)� 請負者は委託職員の質の向上のため� こう
した教育研修体制の整備を先行投資と認識すべき
であろう�

D. まとめ

本章では� 常駐委託においてサ�ビスを維持�
向上させるための要件を� 委託者と請負者の立場
から考察し� それぞれの要件が必要とされる理由
を明らかにした�
委託者は常駐委託の導入が最適かどうかを検討
し� 図書館運営の責任者としてイニシアチブを取
ることが重要である� 委託範囲は選書と企画立案
以外にするのが適切で� 委託職員に独立した事務
スペ�スを提供し� 作業マニュアルを整備するこ
とが求められる� 請負者は� まず委託業務内容の
理解に努めることが望まれる� 請負者に業務内容
や専門性の程度に見合った適切な人員配置をする
配慮がなければ� 委託者が万全の委託体制を整え
たにしても� 的確なサ�ビスは望めなくなる� ま
た� 就業形態の異なる委託職員を就労させる場合
は業務分担をさせることが必要であり� 委託職員
の教育訓練に積極的に取り組むことが重要であ
る�
この他� 紙面の関係上� 本稿では触れられな
かったが� 委託職員としては利用者ニ�ズを把握
しサ�ビスの創意工夫を図ることが重要であり�
親機関としては情報管理に対する方針を立てるこ
とが重要であると考えられる� このように常駐委
託による運営は� 委託者� 請負者� 委託職員� 親
機関の四者それぞれに役割と責任があるが� この
中で要件整備の責任が大きいのはやはり委託者と
請負者である� 委託者には常駐委託による運営が
円滑に遂行されるよう体制面の整備が要求され�
請負者には運営を合理的効率的に進めるためのマ
ネジメント能力が求められていると言える�

V. 委託職員の処遇改善のための要件

IIIの現状分析からは� 賃金に代表される委託
職員の労働条件は必ずしも恵まれていないことが
明らかである� 常駐委託は今後増加が予想される
が� それには実務担当者である委託職員が仕事を

継続できるだけの労働条件の整備が急務である�
本章ではこの問題認識に立って� III. Iで明らか
にした要件の中から委託職員の処遇改善に必要と
思われる要件について検討し� それらが常駐委託
の運営に必要な理由を考察する� 本章では� 要件
の充足に責任を持つと考えられる委託者と請負者
に分けて検討し� そして� 当事者の責任だけに帰
すことができない社会全体に求められる責任につ
いても考察する�

A. 委託者の責任

一般の労働契約では� 処遇改善は使用者と労働
者の二者間の問題である� しかし� 常駐委託の場
合は� 委託職員の賃金は委託者と請負者とが結ん
だ委託契約料金に基づくため� 委託職員の処遇改
善には� 委託者が適正な価格で契約を結ぶことが
重要となる� 委託者にも委託職員の処遇改善の責
任の一端があるのはこのためである� 委託者に
とっては� 請負者の選定に当たって� 請負者の実
績や専門図書館の請負経験� 請負者の従業員であ
る委託職員の経験� 専門的資格� 主題に関する知
識� ITスキル� 語学力などを総合的に評価し� 適
正価格で選定することが緊急の課題である� この
場合� 委託契約料金は� 職員を直接雇用する場合
に比べてそれほど低くはならないと予測される�
常駐委託によって図書館運営を行うには� 有能な
人材が必要であり� その確保には相応の人件費が
必要であることを認識する必要がある�
委託職員の専門的知識�技術を重視して選定を
していた図書館では� 委託職員が委託者から高い
評価を得て� 業務に関してさらに積極的になると
いうプラスの循環を生み出していた� 専門的知
識�技術の重視は� 結果的に委託者と請負者 �委
託職員� 間に信頼をもたらし� 協働志向とサ�ビ
スの向上に結びつくと考えられる�

B. 請負者の責任

1. 専門的知識�技術のアピ�ル
契約に当たって� 請負者は� 自社の委託職員の
専門的知識の豊富さ� 経験� ITスキル� 語学力な
どを積極的にアピ�ルすべきである� 請負者は�
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こうした高い専門技量を持つ人材には相応の対価
が必要であることを委託者に示し� 委託契約料金
の適正化を進める必要がある� 競争入札方式の場
合� 請負者の中には業務を請負って始めて経営が
成り立ち� 契約の実績が得られるため� 悪条件を
覚悟で入札したり� あえて入札価格を引き下げた
りする者もいる32)�しかし�このような入札では�
条件の低下はそのまま委託職員の賃金低下に直結
する�
現在� 図書館界の業務委託の請負者は� 過当競
争の時代に入っている33)� 委託職員の専門的知
識�技術の高さは� 競合他社との差別化を図るコ
ア�コンピタンス34)になる� 請負者が他社を退け
契約を確保するには� 低い価格ではなく� 自社の
委託職員の専門的知識�技術に拠るべきであろ
う� ただし� これには前提として� 図書館の専門
的業務に対する委託者や社会の理解があることが
必要である�

2. 委託職員の評価
契約更新は� 請負者の営業努力だけでなく� 委
託職員の仕事ぶりが委託者に評価されて行われる
場合も多い� 契約更新時に委託契約料金が増額さ
れた場合は� 請負者は委託職員への具体的評価策
として賃金増を行う必要がある�
調査対象館の委託職員は� いずれも委託先での
勤続年数が長く� 契約更新への貢献が読み取れ
る� しかし� これらの貢献は� 必ずしも請負者に
よって公正に評価されておらず� 長期間処遇が変
わらない委託職員も少なくない� 長期間改善が見
られない場合� 委託職員の請負者に対する信頼は
損なわれ� モチベ�ションの低下や離職に結びつ
く� 他業種の調査を見ても� ベテラン熟練技能者
の定着率を高めていくための対策として� �賃金
の引き上げ� (43.4�)を挙げる使用者がもっとも
多かった35)�
使用者である請負者は� 信義誠実の原則に基
き� 労働者である委託職員の �利益を配慮する義
務	 を負い� その義務の内容も個別具体的に考え
る必要がある26)� 請負者は� 実務サ�ビスを支え
るのは委託職員であることを認識し� 委託職員の

生活の安定と身分保障の制度を整えていく責務が
ある� 具体策としては� 1) 定昇規程の設置と実
施� 2) 時給制の委託職員の時給額の増額� 3) 時
給制から月給制への移行� 4) 有期雇用契約から
期間の定めのない雇用契約への変更� 5) 複数の
委託職員がいる場合の責任者の任命などが考えら
れる� 委託職員のモチベ�ションの向上と定着率
の高さは� 最終的に請負者の利益につながる� 請
負者はこのことを理解し� 積極的な評価を行うこ
とが重要である�

C. 社会全体の責任

1. マ�ジン率の規制
これまでの実情を見ると� 委託者が委託料金を
抑制し� その委託料金から請負者が利益を確保
し� その結果� 委託職員が低賃金となる構造が読
み取れる� 委託職員の処遇改善には両者に前 2節
で論じた要件が求められるが� それだけですべて
が解決されるわけではない� 根底には労働市場全
体に関わる課題がある� そのなかでは� まず請負
者のマ�ジン率36)の規制が必要である�
現在� 専門図書館の請負者のマ�ジン率は明ら
かではない� 他館種の事例では 50�近いマ�ジ
ンを確保する請負者がいることが指摘されてお
り37)�38)� 専門図書館でも同様に高いと推測され
る� しかし� 厚生省 
現厚生労働省� では� 労働
関係の外にある第三者は他人の労働関係に介入す
るべきではないという立場39)から� 高いマ�ジン
でも規制していない� この問題の監視を行ってい
る民間団体である派遣 110番では�マ�ジンの許
容の限度を 20�程度と述べ� 高いマ�ジンを中
間搾取に該当し不当利得であると批判してい
る40)� 今後の労働市場では� 常駐委託や労働者派
遣の一層の増加が予想される� 委託職員を始め労
働者保護の観点から� 一定限度のマ�ジン率の法
的な規制が必要であろう41)�

2. 均等待遇理念への理解
�実態調査�によれば�委託職員は委託者の正規
職員の代替補完の意味合いが強い� しかし� 両者
の賃金には大きな格差がある� この格差を是正す
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るために� 均等待遇理念に対する社会の理解を形
成することが必要である�
第 8表は� 専門図書館の非正規職員と一般女子
労働者の賃金を比較したものである� ���とも
��に比べて低く� 特に��は大幅に低い� 求人
件数から見ても� ��の賃金額が大半であると考
えられる� 加えて��には賞与もあることを考慮
すると� 年収総額の格差はさらに広がる� 聞き取
り調査の結果と合わせて判断すると� 委託者の正
規職員と委託職員の賃金の比率は� 概ね 2:1と推
測される� この格差を� 一般的な同一価値労働同
一賃金の原則に反すると見ることもできるが� 現
在� 同原則について明言する法律は存在しない�
同原則は労働関係を規律する法規範としてではな
く� 不合理な賃金格差を是正するための一つの指
導理念の役割を果している42)�
しかし� 現実に賃金格差があり� その違法性が
疑われる時には� 違法性を判断する一つの重要な
手がかりとして� 同原則の理念は考慮されてよ

い� 労働基準法第 3条 �均等待遇� や第 4条 �男
女同一賃金の原則� の根底には� 人はその労働に
対して等しく報われなければならないという均等
待遇の理念があると解されている42)� 正規職員と
その代替である委託職員との賃金の比率 2:1は�
許容される格差の範囲を越え� 長期間その委託契
約が継続されていることは� 同原則の根底にある
均等待遇の理念に反すると考えられる�
最近はこうした法規範に基づき� 正社員と同じ
仕事をしているパ�ト社員の賃金格差を社会的不
合理性があると判断し違法とした判例もある43)�
しかし� 委託職員と正規職員との格差是正に� こ
の判例を援用して解決を望むのは現段階では早計
であろう� 委託職員と正規職員の使用者は同じで
はなく� 雇用関係において判例と大きな違いがあ
る� 委託職員の処遇改善は漸進的に進めざるを得
ない� 学識者の中には� 将来� 正規�非正規の区
別が是正され� 複数の就業形態が混在する体系へ
移行すると予見する者もいる44), 45)�こうした新し

第 8表 専門図書館の非正規職員�1と他の一般女子労働者�2の賃金

月額賃金 備 考

�専門図書館の非正規職員賃金 159,600円 時給 950円の場合

�専門図書館の非正規職員賃金 176,400 時給 1,050円の場合

�専門図書館の非正規職員賃金 200,000 月間所定内実労働時間 168時間

�女子労働者所定内給与額 269,400
企業規模 10�99人の事業所に勤務する大学･大学院卒の正社
�職� 員� 月間所定内実労働時間 167時間� 調査実施時期
2007年 6月�

�女性所定内賃金 228,590
神奈川県の中小企業に勤務する女性労働者� 月間所定内実労
働時間 167時間� 調査実施時期 2007年 7月�

出典���	 2007年 6月 1日�30日まで� われわれの館� 図書館司書就職支援の館�

http://www5b.biglobe.ne.jp/�wir/� �最終確認日	 2008-02-20
 のWEBサイトに掲載された
専門図書館からの求人による� 求人件数 11件のうち� 賃金が明記されているものは 10件で� 内訳
は�時給 950円前後 �4件�� �時給 1,050円前後 �5件�� �月給 20万円 �1件� である� �と�
の月額賃金は� 時給に�と同様の月間所定内実労働時間 168時間を乗じて算出したものである�

�	 厚生労働省� 平成 19年賃金構造基本統計調査� 2008年�

http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/kouhyo/indexkr�4�10.html� �最終確認日	 2008-05-
20


�	 神奈川県商工労働部� 平成 19年神奈川県賃金調査結果報告書� 2007年�

http://www.pref.kanagawa.jp/press/0712/063/hyou19-1.pdf� �最終確認日	 2008-05-20


注�1	 専門図書館の常駐委託職員のみの賃金を示す資料がないため� ここでは専門図書館の非正規職員の
賃金を採用した�

�2	 専門図書館の非正規職員の大半は女性が占めていると考えられるため� 比較には委託者の正規職員
の賃金として一般女子労働者の賃金を用いた�
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い社会基盤が確立して初めて� 同一価値労働同一
賃金の原則が現実味を帯びてくる� 社会の意識を
変えていくためには時間をかけ� 今後� まず� 均
等待遇理念について当事者や社会の理解を醸成し
ていくことが必要である�

D. まとめ

本章では� 委託職員の処遇の改善に必要な要件
を� 委託者� 請負者� 社会全体の三つの観点から
考察した� 委託者は� 請負者の選定に当たって�
委託職員の専門的知識�技術を評価の対象として
いくことが必要であり� 請負者は� 委託職員の専
門的知識�技術をアピ�ルし� 委託契約料金が増
加した場合は� 委託職員の賃金に反映させること
が重要である� この他� 個別の労働関係では解決
できない課題として� 請負者の確保するマ�ジン
率の規制や均等待遇理念に対する社会の理解の獲
得も� 処遇改善を援護する重要な要素である� 以
上から� 委託職員の処遇改善には� 使用者である
請負者による一般的な保護に加え� 図書館の専門
的業務に対する委託者や社会の理解が重要な要件
であることが明らかとなった�

VI. お わ り に

本稿では� 専門図書館の常駐委託の現状を分析
し� サ�ビスを維持�向上させるための要件と�
委託職員の処遇改善のための要件について考察し
た� その結果� 専門図書館の常駐委託には改善す
べき課題が多数あり� 早急な対策を立てる必要が
あることが明らかとなった� 常駐委託による円滑
な運営には� 当事者の四者それぞれに責任がある
が� 責任の中心はやはり委託者にある� 図書館業
務を熟知した請負者がいたとしても� また� 有能
な委託職員がいたとしても� 図書館の使命や機能
について将来にわたる展望を持ち� 親機関と情報
戦略を練り� 具体的な事業計画を立てられるの
は� 組織内の者がもっとも適任だからである� 現
状では� 運営に関する情報や経験� および専門的
知識が委託職員に蓄積され� 委託者側が空洞化す
る現象も生じている� この状態の改善の見込みが
立たず� または� 委託者主体の運営に戻すことが

不可能であれば� 常駐委託による運営から� 図書
館施設の業務すべてを委託する管理運営委託の形
態へ移行することも検討する必要があろう�

2003年度には地方自治法の改正によって指定
管理者制度が創設され� 地方自治体が設ける図書
館をはじめとする公共施設の管理�運営を民間企
業や NPO法人などに委託することができるよう
になった� 親機関が地方自治体である専門図書館
の場合は� 業務委託の請負者が指定管理者となる
可能性がある� これらの図書館では� こうした状
況を十分考慮して今後の運営のあり方を検討する
必要がある�
常駐委託は親機関の経費削減という経営方針の
下に導入されてきた� しかし� 親機関を利益優先
で図書館への理解が不足していると批判するだけ
では問題の解決にはつながらない� 親機関の考え
方は社会の図書館に対する見方の反映であり� 専
門図書館の役割や使命を親機関や社会に十分に説
明してこなかった図書館界にも責任があると思わ
れる� 専図協を始めとする図書館関係団体は� 専
門図書館の役割や� 専門的職員の重要性について
社会の理解を求めていくことが重要である� ま
た� 専門図書館員が社会の期待に応えられるよ
う� 教育制度の整備にも努力する必要がある� そ
の一つの方策として� 認定資格のような指標を設
けることも必要と考えられる�
本稿は� 9館の専門図書館の正規職員と委託職
員への聞き取り調査をもとにまとめたものであ
る� 委託者の管理責任者� 請負者である受託会社
の経営者� 利用者への調査は行っておらず� それ
らの意見は含まれていない� この点が本稿の限界
である� 今後� この点をふまえて小規模図書館の
運営や専門図書館員の人材育成について� 引き続
き検討を重ねたいと考えている�
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注�引用文献
1) 総務省統計局�政策統括官 �統計基準担当��統
計研修所� 平成 19年度労働力調査詳細集計�
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ト�アルバイト�
(40.7�)が高く� 	契約社員�嘱託� (6.1�) 	派遣
労働者� (3.6�)がそれに続く�

2) 公共図書館の全職員に占める非正規職員 �非常
勤� 臨時� 委託�派遣� の比率は 55.4�� 大学図
書館では同 49.5�である �日本図書館協会編�日
本の図書館� 統計と名簿 2007� 日本図書館協会�
2008, p. 24��

3) 専門図書館協議会編� 資料室業務の外部委託� 専
門図書館協議会� 1976, 61p� �専門図書館協議会
研究報告 第 3� では� 
業務外部委託は避けて
通れないし�また積極的に取り組まねばならない
課題� と提言し� また� 専門図書館協議会調査統
計委員会編� 白書�日本の専門図書館 1989: 変
貌する時代のなかにあって�専門図書館協議会�
1989, 452p.では� 業務委託は経済行為としてき
わめて自然な選択と述べ�組織外のサ
ビスの有
効活用を掲げている� このように� 専門図書館界
では 1970年代から業務委託を容認し� 推進して
いるのが特徴である�

4) �厚生労働省� 第 14回今後の労働契約法制の在
り方に関する研究会�労働契約法制の対象とする
者の範囲� 現行法との関係の整理� 有期労働契約
に関する実態について�
http: //www. mhlw. go. jp / shingi / 2005 / 02 / s
0208-2.html �参照 2008-05-20�を一部参考にし
た� また� 業務委託は民法上は準委任契約に分類
され�委託者が法律行為以外の業務の処理を依頼
し�受注者がこれを引き受けることによって成立
する契約である �民法第 643条� 656条�� 一方�
請負とは請負者が発注者の注文に従って仕事を
完成させることを約し�結果に対して報酬を得る
契約である �民法第 632条�� 大まかに言えば業
務委託契約は任された事務の処理を行い�業務請
負契約は仕事の完成を目的にしているといえる�

業務委託と請負は民法上は別の契約であるが�こ
れまで 	業務委託 �請負��と一括りで扱われるこ
とが多かった� これは労働法規の適用関係上で
は� 両者を区別する意味がないためである� 本稿
もそれにならい� 引用を除き原則として 	業務委
託� を用いた�

5) 長谷川昭子� 専門図書館における業務委託の現
状� Library and Information Science. 2007,
no. 57, p. 1�31.

6) 植村達男� 住友海上�情報センタ
の 10年� 情
報の科学と技術� 1997, vol. 47, no. 5, p. 255�
258.

7) 柴田亮介� 電通情報センタ
の徹底したアウト
ソ
シング �事例�� 現代の図書館� 1998, vol.
36, no. 4, p. 267�273.

8) 市川恵利子� アウトソ
シングによるライブラ
リ
運営� 専門図書館� 2002, no. 195, p. 28�34.

9) 青柳英治�企業内専門図書館におけるアウトソ

シングに関する一考察�日本図書館情報学会誌�
2005, vol. 51, no. 4, p. 166�183.

10) 専門図書館協議会編�専門図書館運営の現状と課
題� 専門図書館協議会� 2002, 99p.

11) 半構造化面接とは�質的デ
タの収集方法の一つ
で�高度に構造化された質問紙調査タイプのイン
タビュ
 �構造化面接� と� 構造化されていない
オ
プンエンドで会話型のインタビュ
 �非構造
化面接� の中間に位置する� 半構造化面接は� 明
らかにしたい質問や問題のリストにしたがって
進行するもので�前もって質問の厳格なワ
ディ
ング �表現� や順番などが決められているのでは
ない �Merriam, S. B.質的調査法入門� 教育にお
ける調査法とケ
ス�スタディ�掘薫夫ほか訳�
ミネルヴァ書房� 2004, p. 106�108� �叢書�現
代社会のフロンティア 3���

12) 27�7�23職発 502の 2の行政解釈では次のよう
に示されている�
註文主がその発註した作業に介入する範囲には
おのずから一定の限度があるべきで �イ� 請負者
又はその代理者に対する注文上の限られた要求
又は指示の程度を超えるものではないこと�ロ�
請負者側の監督者が有する労働者に対する指揮
監督権に実質上の制限を加えるものではないこ
と� ハ� 作業に従事する労働者に対して直接指揮
監督を加えるものではないこと���その限度を超
えて干渉を行う場合には請負者が 	自ら指揮監督
するもの� とは解し難く� 且つ� 第 1号の請負業
者としての責任能力にも欠くるところがあり�又
第 4号の企画� 技術� 経験等を必要とする作業を
行うものでないと認められる場合も多い�

13) 二重派遣とは 
派遣元から派遣労働者を受け入れ
た派遣先が�当該派遣労働者をさらに他人に使用
させること� �中野麻美�労働者派遣法の解説�新
訂版� 一橋出版� 2003, 144p.� である� 専門図書
館の常駐委託において二重派遣に該当するのは�

常駐委託による専門図書館の運営の要件

� 98 �



派遣会社から派遣社員を受け入れた請負者が�そ
の派遣社員を X図書館に送り込み� その X図書
館の正規職員の指揮命令下で働かせる場合であ
る�労働者派遣法で認められている労働者派遣と
は� �自社で雇用する労働者�を派遣することで�
他社で雇用されている労働者を派遣することは
認められていない�上記のケ�スでは請負者は派
遣社員の雇用主ではないため�労働者派遣法違反
となる�

14) 高橋昭博�アウトソ�シングにおける荷主企業の
課題� ロジスティクス�レビュ�� 20号� 2002.
http: / /www. sakata. co. jp / nletter / nletter �
021121.html �参照 2008-05-20�

15) 鹿田勝一� 偽装請負と派遣問題が明るみに� 労働
ニュ�スと解説�コラム� 040601�
http: //www. ne. jp / asahi / shikata/ katsuichi/
roudounews�kaisetu. no 2. htm #040601 �参照
2008-05-20�

16) 渡辺木綿子�東京労働局が派遣�業務請負の適正
化で指導	 8割の事業所で偽装請負� Business
Labor Trend. 2005, no. 335, p. 17.によれば� 東
京都労働局は �請負契約の形を取りながら� 実質
は労働者派遣事業の働き方をしている
いわゆ
る偽装請負� の疑いのある事業場を調査し� その
8割が該当したことを明らかにしている�

17) 鈴木正紀� �第 14章 アウトソ�シング�� 変わ
りゆく大学図書館� 逸村裕� 竹内比呂也編� 勁草
書房� 2005, p. 177�190.

18) 青柳英治�企業内専門図書館における情報専門職
の職務に関する一考察�日本図書館情報学会誌�
2007, vol. 53, no. 3, p. 127�146.

19) 白井邦彦� �今日の契約労働を巡る実態と問題点	
��契約労働
 に関するアンケ�ト調査結果� の紹
介�分析��契約労働の研究�鎌田耕一編著�多賀
出版� 2001, p. 231�276.

20) 國分信� �図書館におけるスタッフ�マニュアル
編集の意義と効果�� スタッフ�マニュアルの作
成と活用	専図協スタッフ�マニュアル研究小委
員会報告書� 専門図書館協議会� 1985, p. 85�93.

21) 松島百合子� �専門図書館スタッフ�マニュアル
編集に関する第 2次アンケ�ト調査結果 �1983
年 5月実施��� スタッフ�マニュアルの作成と
活用	専図協スタッフ�マニュアル研究小委員会
報告書� 専門図書館協議会� 1985, p. 38�69� に
よれば�スタッフ�マニュアルの利用の順位は�
�業務の効率化�円滑化� �業務引継� �新人の
教育�訓練� �図書館の PR用� �アルバイト対
策用��外部業務委託 �外注用���実習生用であ
る� このうち�と�を除く 5項目は� 初めて図書
館で仕事をするものに有効で� とりわけ�はス
タッフ�マニュアルが業務委託への説明資料に
有効であることを示している�

22) 図書館雑誌編集委員会� 公共図書館のマニュア
ル	大阪府立図書館と都立日比谷図書館の事例か

ら� 図書館雑誌� 1995, vol. 89, no. 2, p. 100�
102.

23) 村橋勝子� �専門図書館の運営�� 図書館ハンド
ブック�日本図書館協会図書館ハンドブック編集
委員会編� 第 6版� 日本図書館協会� 2005,
p. 169�177.

24) 平成 11年度国立大学図書館協議会図書館組織�
機構特別委員会最終報告�
http://wwwsoc.nii.ac.jp/janul/j/publications/
reports/70/index.html �参照 2008-05-20�

25) 専門図書館協議会編� 専門情報機関総覧 2006�
専門図書館協議会� 2006, 768p.

26) 山川隆一� 雇用関係法� 第 3版� 新世社� 2003,
319p.

27) 橋本進太郎�受託側から見た図書館業務外注化�
薬学図書館� 2007, vol. 52, no. 1, p. 51�54.

28) 牛崎進� アウトソ�シングと大学図書館論� 情報
の科学と技術� 2007, vol. 57, no. 7, p. 320�324.

29) “OJT/O#�JT”� 経営用語の基礎知識� 第 2版�
http: //www. nri. co. jp / opinion / r�report / m�
word/ojt�o#jt.html �参照 2008-05-20�

30) さらに 2001年には有効な実施を図るための
キャリア形成支援指針が策定されている �平成
13年 9月 12日 厚生労働省告示 296号��

31) 諏訪康雄� �労働市場法の理念と体系�� 講座 21
世紀の労働法� 第 2巻� 日本労働法学会編� 有斐
閣� 2000, p. 2�22.

32) 牛崎進� 変革期における大学図書館経営� 専門図
書館� 2004, no. 208, p. 19�27.

33) われわれの館� 図書館司書就職支援の館�
http://www5b.biglobe.ne.jp/�wir/ �参照 2008-
02-20� の 2007年 6月 1 日�30日の求人者の
うち� 図書館等からの直接求人者を除くと� 人材
派遣会社の求人者は 31社に上る�

34) 顧客に対して価値提供する企業内部の一連のス
キルや技術の中で� 他社がまねできない� その企
業ならではの力 �IT情報マネジメント用語辞典�
http: //www. atmarkit. co. jp / aig / 04 biz / cor-
ecompetence.html �参照 2008-05-20�

35) 連合総合生活開発研究所� 連合�技能形成プロ
ジェクト�製造業中小企業の技能形成に関する調
査� 1993�
http: //ssjda. iss. u-tokyo. ac. jp / gaiyo / 0064 g.
html �参照 2008-05-20�

36) マ�ジン率��委託契約料金�実際に委託職員が
得る賃金�/委託契約料金�100

37) 高橋隆一郎� 安上がりでない� 本物の図書館を�
やってはいけない� 図書館の �委託�� みんなの
図書館� 2003, no. 313, p. 69�72.の指摘によれ
ば� 委託者から請負者へ委託職員 1人当たり時
給 1,600円が支払われているが� 賃金として委
託職員に渡るのは�約半額にすぎないと指摘して
いる� マ�ジン率は� �1,600円� 800円��
1,600円�100�50.0�となる�

Library and Information Science No. 59 2008

� 99 �



38) 第 44回研究大会シンポジウム� 現代の委託 �ア
ウトソ�シング�を考える�図書館界� 2003, vol.
55, no. 2, p. 62�93�の山口源治郎の発言では�東
京 23区の 1人当たりの委託費は 1時間当たり
1,600�1,900円であるが� 実際に委託職員に渡
されているのは 880円であったという� 仮に委
託費を 1,600円とすると� マ�ジン率は �1,600
円�880円�	1,600円
100�45.0�となる�

39) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の就業条件の整備等に関する法律第 3章第
4節 �労働基準法等の適用に関する特例等� の施
行について �昭和 61年 6月 6日 基発第 333
号� によれば� 厚生省 �現厚生労働省� では� 人
材派遣会社と派遣社員の間には労働関係があり�
労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に
介入するものではないという立場から�高いマ�
ジンでも規制していない�また� 
実態調査�によ
れば専門図書館の請負者は 
人材派遣会社� が
30.8�であるが� 
グル�プ企業の関連会社�
(43.1�)の中にもグル�プの設立した人材派遣
会社が含まれていると考えられ�両者を合わせる
と実質的な人材派遣会社の比率はかなり高いと
推察される�人材派遣会社がマ�ジンを生み出す
構造は�図書館との契約が業務委託でも労働者派
遣でも変わらない� これらを考え合わせると� 専
門図書館の常駐委託のマ�ジンも規制の対象で
はない� 厚生労働省では� さらにその 10数年後
に同内容の通達 �平成 11年 3月 31日基発第
168号� を出し� 改めて� 労働関係の外にある第
三者は他人の労働関係に介入するものではなく�
�労基法 6条の中間搾取には該当しない� と念押
ししている�

40) 民主法律協会派遣労働研究会� 派遣 110番によ

く寄せられる質問と回答例 (FAQ)�
http://www.asahi-net.or.jp/�RB1S-WKT/qa
3240.htm �参照 2008-05-20�

41) 2008年に予定されている労働者派遣法の改正に
向けて�派遣労働者の団体は改正案のポイントに
派遣会社のマ�ジン規制を主張している� 例え
ば� 下記に見ることができる�
派遣ユニオン� フルキャストユニオンの改正案�
http: / /ameblo. jp / goodwillunion / entry-
10042172058.html �参照 2008-02-20�
格差是正と労働者派遣法改正をめざす国会内シ
ンポジウム�
http: / /www. news. janjan. jp / government /
0710/0710053506/1.php �参照 2008-05-20�

42) 丸子警報器事件 �長野地裁上田支部平 8.3.15判
決� 労働判例� 1996, no. 690, p. 32�52�� の判決
文より�

43) 丸子警報器事件では�正社員とパ�ト社員の賃金
格差を民法第 90条の公序良俗違反に相当すると
判示し�パ�ト社員の賃金が同じ勤続年数の正社
員の 8割以下となるときは� その限度での賃金
と退職金の差額の賠償を命じた�法曹界ではこの
判決に対して評価が分かれ� その後� 期間臨時社
員が正社員と同一賃金の支払いを求めた同内容
の裁判では�同一労働同一賃金の原則は一般的な
法規範として存在しているとは言い難いと判示
し� 請求を棄却している �日本郵便逓送 �臨時社
員�損害賠償� 事件 �大阪地裁平 14.5.22判決�
労働判例� 2002, no. 830, p. 22���

44) 外尾健一� 労働法入門� 第 6版� 有斐閣� 2004,
339p.

45) 太田肇� 個人尊重の組織論�企業と人の新しい関
係� 中央公論社� 1996, 195p� �中公新書 126��

常駐委託による専門図書館の運営の要件

�100�



付調査実施要領付調査実施要領
平成 17年 6月 日

図書館長 殿

筑波大学大学院図書館情報メディア研究科
薬 袋 秀 樹 研究室

業務委託の聞き取り調査について �お願い�

拝啓 新緑の候ますますご清栄のこととお慶び申し上げます�
先日は �専門情報機関における業務委託の実態調査� �平成 17年 4月 8日付� 筑波大学大学院図書
館情報メディア研究科 薬袋秀樹研究室� にご協力をいただきましてありがとうございました� おか
げさまで 468機関中貴館を含む 416機関からご回答をいただくことができ �回収率 88.9��� 6月初
めに報告をお送りすることができました� 当研究室では� 昨年来� 専門情報機関の委託運営や職員論
について検討を積み重ねてきており� 業務委託は図書館等を円滑に効果的に運営していくための一つ
の方法と認識しております� 当調査もその一環として計画いたしましたが� 当調査によって業務委託
の導入比率� うち業務委託職員が常駐している比率� 業務委託の利点� 委託職員に必要な資格�技能�
委託業務内容などが明らかになったと思っております�
しかしながら� 運営のノウハウや� 正規職員と委託職員との業務分担などは当調査からは明らかで
なく� また現状の問題点を把握することも当調査からだけでは不充分です� 業務委託は� 委託者であ
る専門情報機関 �図書館�� 委託会社� 委託職員の三者によって行われますが� 三者が実際にどのよう
に相互に関連しあっているのかを細部にわたって検討して� 初めて今後の業務委託のあり方や図書館
等の運営の方向を見出すことができると確信しております� また� 今後業務委託の増加が予想される
ため� 委託職員の業務遂行能力や意識も業務委託の成否の重要な要因になると考えております�
つきましては� ご多忙のところ� まことに恐れ入りますが� 下記の要領で貴館の業務委託に関する
状況について聞き取り調査をさせていただきたく� お願い申し上げます� 聞き取り調査の対象は� 業
務委託の様	なタイプの中から 10館を選ばせていただきました� 調査の結果は学術研究に用い� 機
関名は匿名として� 機関名を特定できないよう充分配慮をいたします� 調査担当者は 17年間専門図
書館に勤務し� うち 8年間を業務委託職員として勤めた経験を持ち� 業務委託の一端を理解しており
ます� ご多忙中恐縮とは存じますが� 主意をおくみ取りの上� 調査にご理解ご協力を賜りますよう何
卒よろしくお願い申し上げます�
なお� お引き受けいただけるかどうかを 月 日までにメ
ルにて調査担当者
�長谷川����������� までご回答くださいますようお願い申し上げます�

敬具
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記

1. 調査目的
業務委託を導入している機関の詳細な実情を把握し� 今後業務委託によりサ�ビスを維持�向上さ
せていくにはどのような要件が必要かを明らかにすることを目的とします�

2. 調査方法
面接調査をお願いいたします� 当研究室から調査担当者が貴館にお伺いいたしますので� 誠に恐縮
ながら聞き取りの際はお仕事の邪魔にならない場所をお借りできれば幸いに存じます� 聞き取りは 1

名の方につき約 1時間をお願いいたします�

3. 調査対象
貴館の正規職員の方 1名と� 責任的立場にある委託職員の方 1名にお願いいたします�

4. 調査時期
2005年 7�8月の貴館のご都合のよい日時にお願いいたします�委託職員の方への調査が勤務時間
内には不適切である場合は� 別途ご指定の日時にお伺いいたします�

5. 調査項目
�正規職員の方への調査項目�
�設置機関の方針
�情報の管理に対する考え方
�図書館サ�ビスに対する考え方
�業務委託の経緯
�導入の理由
�請負者 	委託会社
 選択の理由
�委託会社に求める条件
�専門業務 	選書� レファレンス� 企画立案等
 を委託するようになった経緯
�委託職員との分担
�業務分担
�コミュニケ�ションの機会
�委託職員からの業務改善提案への対応の現状
�サ�ビスの評価
�業務効率
�業務委託のメリットとデメリット
�利用者からの反応
�今後の図書館運営について
�正規職員と非正規職員との分担
�業務委託拡大の可能性 	人数�内容�全面委託

�正規職員の業務
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�その他
�委託職員への調査項目�
�業務遂行について
�指揮命令
�専門業務 �選書� レファレンス� 企画立案等� への取り組み
�正規職員との分担
�業務分担
�業務改善提案
�委託職員からみたサ�ビスの評価
�業務委託のメリットとデメリット
�利用者からの反応
�請負者 �委託会社� との契約
�契約期間
�請負者における身分
�労働条件
�教育研修の機会
�資格�技能取得のための援助
�今後の図書館運営について
�業務委託拡大の可能性
�その他
�個人の資格など
�持っている資格�技能
�現在の図書館での勤務年数
�請負者 �委託会社� における勤続年数
�現在の請負者 �委託会社� を選んだ理由

6. 調査担当者
筑波大学大学院図書館情報メディア研究科博士前期課程 長谷川昭子

7. 連絡先
筑波大学大学院図書館情報メディア研究科 薬袋秀樹研究室 TEL:��������
担当 長谷川昭子����������
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要 旨

�目的� 本稿の目的は� 専門図書館における常駐委託の運営の実態を明らかにし� その結果をもと
に� 今後� 図書館運営に常駐委託を導入する場合� サ�ビスを維持�向上させるために必要な要件�
および委託職員の処遇改善のために必要な要件について考察することである�
�方法� 筆者が 2005年に行った �実態調査� において �常駐委託� と回答した 65館から� 様	な
形態の常駐委託の図書館 20館を選び� 承諾を得た 9館を対象に聞き取り調査を行った�
�成果� 主な結果は次の通りである� (1) 常駐委託の運営には� 委託者� 請負者� 委託職員� 親機関
の四者が関わっている� (2)常駐委託の運営には各館に共通して見られる項目と�共通して見られない
項目がある� 前者の一部と後者は� 常駐委託の運営に必要な要件と考えられる� (3)運営には� 委託者
が中心になって進めているケ�スと� 委託職員が中心になって進めているケ�スの二通りがある�
上記の分析から� それらの要件がなぜ必要か� また� 誰の責任で充足すべきかを検討し� 委託者と
請負者の任務を次のように明らかにした�
第一に� サ�ビスの維持�向上の観点からは� 委託者は� 図書館の機能についてビジョンを持ち�
業務委託による運営が円滑に行われるようにリ�ドする責任がある� 委託業務の範囲は選書と企画立
案以外にするのが適切で� 作業マニュアルの整備も必要である� 同様に� 請負者は� 図書館業務の理
解に努め� 委託職員の教育訓練に積極的に取り組む必要がある�
第二に� 委託職員の処遇改善の観点からは� 委託者は� 請負者 
委託職員� の専門的な技量を選定
の対象とし� 適正価格で契約を結ぶことが重要である� 請負者は� 委託者に委託職員の専門的技量を
アピ�ルし� 委託職員への評価を処遇に反映させる必要がある� この他� 社会全体の課題として� 請
負者の確保するマ�ジン率の規制や� 均等待遇理念に関して社会の理解を得ることも重要である�
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